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 歳入の確保＞①創意工夫による積極的な財源確保
【継続項目】

【担当課】　財務政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

広告事業の件数

広告料収入等及
び経費の節減額

達成率
(%)

91.18

115.64

平成22年度

○２１部署３１媒体で広告事業を展開
　【２２年度実施の主な広告媒体】
　　バナー広告、市広報、公用車、玄関マット、封筒、給与明細書、街路灯、
　　指定ごみ袋、電子番号表示システム、徳山駅エスカレーター棟・屋上看板
　広告料収入　１４，７５６，２４７円
　経費節減額　１２，６９８，６００円
○公共施設への自動販売機設置に対し、自動販売機取扱料の徴収を開始
　新設は、原則公募とし、競争性を確保したうえ、取扱料（率）を決定
　既設箇所については、原則として、売上額の１５％を徴収
　自動販売機取扱料収入　８，３９３，２６５円

（単位：千円）

実績効果額
    (d)

35,848

達成率
(%)

内　　容

（単位：件） 数値目標
   (a)成

果
指
標

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

227,400 31,000 52,500 50,600 35,800 57,500

31

H26年度

210 34 38 42 46 50

累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

新たな広告媒体の抽出、収入
確保策の実施

実施項目１実施項目１実施項目１実施項目１ 有料広告事業等の推進による収入の確保有料広告事業等の推進による収入の確保有料広告事業等の推進による収入の確保有料広告事業等の推進による収入の確保

H26年度H25年度

○引き続き事業の拡充を図るため、一部署一事業を目標に取り組みを展開していくととも
に、広告を活用した新たな行政サービスや行政情報の提供を検討する。
○公共施設等に設置されている自動販売機等については、新たな設置基準の検討を行う。

○収入の確保、経費節減に寄与する。

H24年度H23年度H22年度

○自主財源の確保や地域経済の活性化等を目的に、平成18年度の市ホームページのバナー広
告を皮切りに全庁的な取り組みを行っており、平成21年4月現在、19部署で25媒体について
事業を展開している。
○平成21年度には、山口県下初の試みとして総合スポーツセンターと庭球場の両施設につい
てネーミングライツを実施した。

実施年度以前活　動　内　容

有料広告掲載事業の実施

- 1 -- 1 -- 1 -- 1 -



 歳入の確保＞①創意工夫による積極的な財源確保
【継続項目】

【担当課】　財務政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

未利用財産の売
払額

（単位：千円）

達成率
(%)

250,000 50,00050,000 50,000 50,000 50,000

平成22年度

○市有財産の売却
　一般競争入札の実施（３物件、不落）
　入札不落物件等の随意契約による市有財産の売却（土地２２物件）
　土地売払収入　１４０，０７３，５５１円
○貸付による遊休資産の活用
　売却困難な財産や一定期間利用する見込みのない財産について、貸付を実施
　土地貸付収入　２５，２１９，６６２円
　建物貸付収入　２，１８９，７９９円
○国有財産情報公開システムとのリンク化による市有財産売却情報の周知

達成率
(%)

280.15

効
果
額

実施項目２実施項目２実施項目２実施項目２ 未利用財産の売却等の促進未利用財産の売却等の促進未利用財産の売却等の促進未利用財産の売却等の促進

H26年度H25年度

○本市においては将来利用の見込めない遊休的な性格を有する普通財産については、市がそ
のまま保有するのではなく、むしろ民間に利活用をお願いした方が財源の確保や、地域の活
性化・まちづくりの推進等につながるという基本的な考えのもと、売却等を積極的に進めて
いる。

○上記現状の欄において示した基本的な考え方に沿って、引き続き入札等による遊休的な性
格を有する普通財産の売払いに努めるとともに、情報化時代に対応した新たな売却方法の検
討を図っていく。

○安定的な財政基盤の確立に寄与する。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

競争入札の実施

貸付けの促進

新たなシステムの構築

入札不落財産の売払いの促進

H24年度 H25年度 H26年度

20

累計 H22年度 H23年度

100 20 20 20 20

22

110.00

実績効果額
    (d)

140,074

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

内　　容

（単位：件）
成
果
指
標

未利用財産の売
払件数

- 2 -- 2 -- 2 -- 2 -



 歳入の確保＞①創意工夫による積極的な財源確保
【新規項目】

【担当課】　財務政策課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

―

―

（単位：千円）

達成率(%)
(b/a)

―

平成22年度

  国の補助事業の事務費が補助対象外となったことに伴う財源振替。
  電源立地交付金や自治宝くじ助成金等について、幅広い事業への充当を検討
し実施した。
  臨時に実施された経済対策交付金や新たな交付金（社会資本整備総合交付
金）については、より有効な活用ができるよう情報収集に努めた。

達成率(%)
(d/c)

効
果
額

実施項目３実施項目３実施項目３実施項目３ 国・県の補助金等の効果的な活用国・県の補助金等の効果的な活用国・県の補助金等の効果的な活用国・県の補助金等の効果的な活用

H26年度H25年度

○市民の安心安全を確保するための都市基盤整備事業や老朽化した施設の改修事業等のハード
事業に加え、扶助費等の社会保障経費や地域活性化に向けた各種イベントの開催などソフト事
業にも多額の経費を要している。

○国・県の様々な補助事業や民間が行う各種の補助制度、さらに地方交付税措置のある有利な
起債の利活用を図り財源確保に努める。

○財政負担の軽減が図られ、安定的な財政基盤の確立に寄与する。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容
国・県補助事業や民間の補助制
度等の情報収集

H26年度H24年度 H25年度

―

累計 H22年度 H23年度

― ― ― ― ―

推計効果額
    (c)

実績効果額
    (d)

―― ― ―

内　　容
（単位：　）

成
果
指
標

―

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

- 3 -- 3 -- 3 -- 3 -



 歳入の確保＞①創意工夫による積極的な財源確保
【新規項目】

【担当課】　商工政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

H25年度 H26年度

実施項目４実施項目４実施項目４実施項目４ 企業誘致による税収の増大企業誘致による税収の増大企業誘致による税収の増大企業誘致による税収の増大

○米光企業団地の分譲率は平成22年4月1日現在、37.0％であり、さらに積極的な企業誘致活動
を進める必要がある。
○現在、本市の企業団地は米光企業団地のみであり、新たな企業用地を確保する必要がある。

○本市の地域特性や優位性などを全国発信し、関係機関と連携を密にし、各種企業に積極的な
誘致活動を行う。

企業誘致活動（ＰＲ、企業訪問）

○企業誘致により税収及び雇用の増大が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

適地の選定及び遊休地調査

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

成
果
指
標

（単位：件） 数値目標
   (a)

5 1 1

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

1 1

100.00

1

企業誘致件数
実績数値
   (b)

1

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○平成22年度は、1社の誘致。
・清進産業㈱（倉庫業/7月進出/投資額173百万円/雇用５人）
・賃貸契約日　平成22年6月17日
・賃貸開始日　平成22年8月24日（公正証書作成日）
○企業誘致活動（ＰＲ、企業訪問）
・山口県企業誘致推進連絡協議会との連携による、産業団地パンフレット等のＰ
Ｒ素材の作成、新聞への広告掲載（日刊工業新聞他４社の全国版）、商工会議所
会員向けチラシ発送（大阪・広島商工会議所４万部）、ＨＰ掲載など。
・市単独でもＨＰ掲載、企業訪問１５社以上実施。
○適地の選定及び遊休地調査
・中心市街地の空き店舗等の踏査を行った。

- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -



 歳入の確保＞①創意工夫による積極的な財源確保
【新規項目】

【担当課】　企画課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

―

―

達成率(%)
(b/a)

平成22年度

H22　43,434千円
（参考　Ｈ20　29,782千円、H21　13,972千円）

（単位：千円）

実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

内　　容

（単位：　） 数値目標
   (a)成

果
指
標

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

― ―

累計 H22年度 H23年度

― ― ― ―

H24年度 H25年度 H26年度

実施年度以前活　動　内　容

利用方法の充実

制度ＰＲ

yahoo公金
支払い活用

実施項目５実施項目５実施項目５実施項目５ ふるさと納税制度の活用ふるさと納税制度の活用ふるさと納税制度の活用ふるさと納税制度の活用

H26年度H25年度

○平成２０年の地方税法等の改正により、「ふるさと納税」制度が導入され、本市では「ふる
さと周南応援寄附金」として、寄附をされる方が希望する各事業に活用している。

○ふるさと納税制度のＰＲにより、本市へのふるさと納税の推進を図り、財源の確保に努め
る。

○周南市の発展に必要な各事業の財源の一部として寄附金を有効に活用し、各事業のより充実
した展開が期待できる。

H24年度H23年度H22年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　納税課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   市税市税市税市税

H26年度H25年度

○税の公平性から、平成20年10月に保険年金課と共同で「納付ご案内センター」を設置し滞
納の未然防止策を図っているが、リーマンショックによる経済不況の影響が大きく、収納率
の向上が困難な状況である。このため、滞納整理のさらなる強化などの対策を講じて、税収
の確保に努める必要がある。
○平成22年度現年収納率98.60%(H21:98.38%)

○納付ご案内センターの有効活用、口座振替制度利用者の増加促進、インターネット公売・
県併任徴収制度を活用し、滞納整理の強化を行う。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

納付ご案内センターの有効活
用

文書、電話による催告

財産調査の徹底及び差押強化

口座振替の推進

H25年度 H26年度

98.44

累計 H22年度 H23年度

― 98.39 98.40 98.41 98.42

H24年度

42,218 2,770 5,450 8,033 10,599 15,366

98.60

100.21

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

内　　容
（単位：％）

成
果
指
標

現年度収納率
達成率
(%)

達成率
(%)

1,566.57

実績効果額
    (d)

効
果
額

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
○現年度課税調定額26,504,942,185円　収納率98.60％（H21：98.38％）
○過年度課税調定額1,630,712,687円　収納率19.92％（H21：17.56％)
○納税担当の２担当制における役割分担の再編を行い、組織強化のもと事務
の効率化及び収納率の向上を図った。また差押財産のインターネット公売を
実施した。
○「周南市納付ご案内センター」の活用により、新規滞納者への電話等での
自主納付の呼びかけを行い、収納率の向上に努めた。
○県職員による併任徴収を受け、捜索を実施するなどして徴収可能か否かを
見極め滞納を解消する。また差押財産のインターネット公売を実施した。
○コンビニ収納等の様々な納付機会・方法を提供すること（調査・検討）及
び口座振替推進に努めた。

　・電話件数　23,566件(内コールセンター22,187件、納税課1,379件）
　・差押件数　218件
　・訪問件数　345件
　・夜間納税相談日数（一斉催告：年４回）　20日
　・捜索件数　10件（詳細17件）
　・インターネット公売件数　4回（売却件数39件）
　・預貯金照会件数　2,447件
　・保険契約照会件数　1,285件

43,394

（単位：千円） 推計効果額
    (c)
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　保険年金課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
〇現年度国保料調定額3,970,272,200円　収納率90.37％(H21：89.53％）
〇過年度国保料等調定額1,301,985,631円　収納率12.91％（H21：11.74％）
○滞納処分関係
　差押件数　24件（Ｈ21：17件）
○納付ご案内センター関係
　架電件数　17,363件（Ｈ21：8,319件）
○口座振替関係
　振替率（世帯割合）39.18％（Ｈ21：39.81％）
　振替率（調定割合）44.04％（Ｈ21：43.47％）

62.28

累積滞納額の削
減
(平成21年度比現
年度分のみ)

実績効果額
    (d)

41,166
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

411,283 66,099 74,178 82,257 90,335 98,414

達成率(%)
(b/a)

99.09

91.80 92.00

現年度収納率
実績数値
   (b)

90.37

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 91.20 91.40 91.60

内　　容 累計 H22年度 H23年度

財産調査及び滞納処分

口座振替の推進

H25年度 H26年度

納付ご案内センターの有効活用

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   国民健康保険料国民健康保険料国民健康保険料国民健康保険料

○納税課と共同による「納付ご案内センター」の設置や納税課と連携した差押えの強化を図っ
ているが、平成20年度から後期高齢者医療が国民健康保険制度と切り離されたため、収納率の
低下が懸念される。
○平成22年度現年収納率90.37%(H21:89.53%)

○納付ご案内センターの有効活用、口座振替制度利用者の増加促進、滞納整理の強化を行う。

○上記実施内容を中心とした合理的かつ効率的な徴収体制を確立することにより、安定的な国
保財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　福祉政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
○現年度調定額1,614,867,390円　収納率98.67％(H21：98.61％)
普通徴収84.90％(H21：86.09％)
○過年度調定額48,062,820円　収納率12.72％(H21:13.98％)
○差押件数0件（H21：１件）　　○訪問回数10回
○納付ご案内センターは、現年度分の取扱いが主であり、介護保険は特徴が
大勢を占めている。また、センターの運営費として年数百万円程度の費用が
見込まれ、その費用対効果が問題視される。今回は導入を見送る方針とした
い。
○現年度分の介護保険料については、特別徴収が約９２％、口座振替が約
２％で合計約９５％が安定収納に繋がっており、過年度滞納処理が課題と
なっているが、今後も口座振替を推進し、安定した歳入を確保するため、納
付書に口座振替依頼書を同封するなど収納率の向上に努めたい。
○介護認定の申請があった時、滞納状況を確認し、滞納者に給付制限につい
て説明を行い、滞納分にかかる早期の納付を勧奨する。

4,541

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

達成率
(%)

151.37

実績効果額
    (d)

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

内　　容
（単位：％）

成
果
指
標

現年度収納率
達成率
(%)

98.67

100.04

35,000 3,000 6,000 7,000 9,000 10,000

98.72

累計 H22年度 H23年度

― 98.63 98.65 98.67 98.70

H24年度 H25年度 H26年度

実施年度以前活　動　内　容

納付ご案内センター活用の検
討

徴収体制の整備の検討

文書・電話催告の強化

財産調査の徹底

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   介護保険料介護保険料介護保険料介護保険料

H26年度H25年度

○徴収事務マニュアルを整備し、滞納者に対する徴収体制の強化を図っているが、普通徴収
分の収納率が低下傾向にある。
○平成22年度現年収納率98.67%(H21:98.61%)、普通徴収84.90%(H21:86.09%)、過年徴収
12.72（H21:13.98%)

○納付ご案内センターの活用の検討など、徴収体制のより一層の強化を図る。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

H24年度H23年度H22年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　こども家庭課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
〇現年度保育料調定額544,197,080円　収納率98.92％(H21:98.97％）
〇過年度保育料調定額24,380,070円　収納率11.44％(H21:9.60％）
〇子ども手当の支給開始に合わせ、滞納者の対して「保育料未納額お知らせ
文」の発送

-540.37

217 272 326

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

-589
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

1,087 109 163

達成率(%)
(b/a)

99.93

99.01 99.02 99.03

現年度収納率
実績数値
   (b)

98.92

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 98.99 99.00

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

徴収体制の強化

H25年度 H26年度

滞納整理簿の再整備

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   保育料保育料保育料保育料

○徴収事務マニュアルを整備し、滞納者に対する徴収体制の強化を図っているが、収納率は、
現状維持に留まっている。
○平成22年度現年収納率98.92%(H21:98.97%)

○収納率の更なる向上を目指し、徴収体制のより一層の強化を図る。
　・滞納整理簿の再整備
　・臨戸徴収の実施 など

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　住宅政策課
１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
○現年度使用料調定額597,533,300円　収納率97.70％(H21:97.48％)
○過年度使用料調定額123,334,260円　収納率12.26％(H21:12.87％)
○主な取組内容
①期限内納付等の周知徹底を図った。（住宅訪問・電話指導・督促・催告な
ど）
②滞納者（３ヶ月以上の滞納者）対策として、連帯保証人への指導を徹底し
た。
※提訴３件（６ヶ月以上又は２０万円以上）
③口座振替を推進し、生活保護者については、引き続き社会課に代理納付の徹
底を依頼した。
④事業仕分けの結果を踏まえ、指定管理者制度を検討した。
※指定管理者には、住宅使用料の収納、市営住宅の維持管理などを委託予定。

697.25  
達成率(%)

(d/c)

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

13,945  
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

30,000 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

達成率(%)
(b/a)

100.16

98.23 98.46

現年度収納率
実績数値
   (b)

97.70

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 97.54 97.77 98.00

内　　容 累計 H22年度 H23年度

納付相談の実施

法的措置の実施

文書、電話、訪問による催告

口座振替の促進

H25年度 H26年度

納付ご案内センター活用の検討

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   市営住宅使用料市営住宅使用料市営住宅使用料市営住宅使用料

○滞納者対策マニュアルを整備し、滞納者に対する徴収体制の強化を図るとともに、口座振替
の促進による収納事務の効率化を図っている。
○平成22年度現年収納率97.70%(H21:97.48%)

○更なる口座振替の促進や徴収体制の、より一層の強化を図る。
○納付ご案内センターの活用検討。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公正・公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

日中・夜間徴収の実施
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　保険年金課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
○現年度後期保険料調定額1,316,301,299円　収納率99.27％(H21：98.87％)
○過年度後期保険料調定額26,058,947円　収納率38.55％(H21：41.69％）
○滞納処分関係
　差押件数　3件（Ｈ21：0件）
○催告書関係
　送付件数　3回　629件（Ｈ21：0件）

317.12

滞納削減額
(平成21年度比
現年度分のみ)

実績効果額
    (d)

5,093
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

21,195 1,606 2,923 4,239 5,555 6,872

達成率(%)
(b/a)

100.27

99.30 99.40

現年度収納率
実績数値
   (b)

99.27

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％　） 数値目標
   (a)

― 99.00 99.10 99.20

内　　容 累計 H22年度 H23年度

短期証、資格証の発行

催告書の活用

制度の周知、ＰＲ

H25年度 H26年度

納付ご案内センター活用の検討

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料

○平成20年から制度が開始し、納付方法は年金額が年額18万円未満の方などは納付書や口座振
替等による普通徴収で、その他の方は年金から自動的に支払う特別徴収となっている。21年度
から特別徴収を口座振替に変更できることになっている。
○平成22年度現年収納率99.27%(H21:98.87%)

○制度開始して間もないため、より一層の制度に対する周知と国民健康保険と連動した徴収体
制の強化を図る。
○納付ご案内センターの活用検討。

○国民健康保険と連動した徴収体制の強化により、安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の
確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

- 11 -- 11 -- 11 -- 11 -



 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　上下水道局お客さまサービス課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
〇現年度水道料金調定額2,949,575,793円　収納率98.15％(H21：97.64％)
〇過年度水道料金調定額(現年度含む)15,156,132,166円 収納率99.08％
(H21:98.93％)
〇平成21年度より、検針・閉栓精算・滞納整理を包括的に業務委託しており、
特に悪質滞納者への対応に民間の蓄積された技術を導入することで、公平な利
用料の負担を図るとともに債権の回収に努めてきた。導入1期目であり、催告の
確実な実行に努め、回収実績を上げるだけでなく、お客様への対応サービスの
向上に努めた。

1,243.30

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

24,866
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

15,000 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

達成率(%)
(b/a)

100.46

97.76 97.78

現年度収納率
実績数値
   (b)

98.15

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 97.70 97.72 97.74

内　　容 累計 H22年度 H23年度

納付相談の実施

口座振替の推進

電話・訪問等による催促強化

H25年度 H26年度
徴収事務等の民間委託実施（契
約期間３年）

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   水道料金水道料金水道料金水道料金

○平成21年度から検針業務及び収納業務の一部を業者委託している。
○平成22年度現年収納率98.15％(H21:97.64%)

○検針業務、精算業務、滞納整理業務等徴収事務の一連の業務を包括的に民間業者に委託する
ことで、民間事業者の持つ活力、ノウハウを活用し、一層の収納率の向上を図る。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　環境政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   簡易水道使用料簡易水道使用料簡易水道使用料簡易水道使用料

○収納率は低下傾向にある。平成22年度現年収納率97.11％（H21：97.07％）

○口座振替制度利用者の増加、滞納処分の強化を行う。
○納付ご案内センターの活用検討。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

納付ご案内センター活用の検討

口座振替の促進

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 97.30 97.60

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

97.90 98.10

99.80

98.30

現年度収納率
実績数値
   (b)

97.11

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

5,006 270 676 1,083 1,353 1,624

滞納削減額
(平成21年度比
現年度分のみ)

実績効果額
    (d)

27

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
〇現年度調定額136,374,582円　収納率97.11％(H21:97.07％）
〇過年度調定額12,095,562円　収納率19.31％(H21:17.11％)
〇使用料が未納となった場合には、まず、督促状を発送し、督促状でも納付いた
だけない方には、「催告状」を送付して、納付を依頼している。
　それでも、納付や連絡のない方については、電話連絡や戸別訪問にて臨戸徴収
または支払計画契約書を徴収する等、納付に結び付けるよう対応している。

10.00
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　上下水道局お客さまサービス課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

6,300

※打ち切り決
算のため算出
不可。達成率(%)

(d/c)

平成22年度

６（７）の項参照（上水道と同時に徴収しているため）

420 840 1,260 1,680 2,100

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

97.35 97.37

現年度収納率
実績数値
   (b)

94.43

達成率(%)
(b/a)

97.06

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 97.29 97.31 97.33

内　　容 累計 H22年度 H23年度

納付相談の実施

口座振替の推進

H24年度 H25年度 H26年度
徴収事務等の民間委託実施（契
約期間３年）

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   下水道料金(集落排水含む)下水道料金(集落排水含む)下水道料金(集落排水含む)下水道料金(集落排水含む)

○徴収委託先である水道局では、平成21年度から収納業務の一部を業者委託している。
○平成22年度末収納率94.43％(平成21年度末97.27%)
※企業会計移行により、３月末で打ち切り決算のため官庁会計上の収納率は低下
　（同時に徴収している水道料金の収納率は改善されており、下水使用料も同様と予測）

○検針業務、精算業務、滞納整理業務等徴収事務の一連の業務を包括的に民間業者に委託する
ことで、民間事業者の持つ活力、ノウハウを活用し、一層の収納率の向上を図る。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度

- 14 -- 14 -- 14 -- 14 -



 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　学校給食課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

【22年度実施状況(H23.5.31現在)】
○現年度調定額547,985,903円　収納率99.81％(H21:99.77％)
○過年度調定額11,247,835円　収納率3.57％(H21:4.38％)
○給食費の収納については、現金及び口座振替で行なっている。現金収納につい
ては、各学校の給食担当職員が徴収しており、口座振替も含めて未納者に対する
連絡を行なっている。また、各学期ごとに、各学校の給食担当職員と各学校給食
センター所長とが情報交換を図りながら、未納調査を実施した。そのうち、長期
未納者に対しては学校給食担当職員と調整のうえ、学校給食課より督促状の発送
を行ない支払を促すとともに、経済的に困難な場合は就学援助制度の案内もおこ
なった。

-252.92

366 421 476

累積滞納額の削
減
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

-650
効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

1,832 257 312

99.99

99.86

現年度収納率
実績数値
   (b)

99.81

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 99.82 99.83 99.84 99.85

H22年度 H23年度 H24年度内　　容 累計

滞納整理

H25年度 H26年度

長期滞納者マニュアルの作成

実施項目６実施項目６実施項目６実施項目６ 収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   収納率の向上   学校給食費学校給食費学校給食費学校給食費

○学校で現金を収納し、市の口座へ振り込んでいる。また、一部については、口座振替により
給食費を徴収している。
○給食費の未納額は過去11年間の過年度分については、センター全体で人数316人、10,465,814
円となっている。(平成21年5月31日現在)

○各学校と情報交換し未納者の状況を適宜把握するとともに、学校と連携しながら未納者の状
況に応じた対応を実施していく。

○市と保護者との経費の負担の明確化を図るとともに、公平性の確保に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額
※ 括弧内の数字は実施した場合の仮定数値

６　実施状況

 

― ―
効
果
額

事務従事職員削
減数

―

―

実施項目７実施項目７実施項目７実施項目７ 収納事務の一元化収納事務の一元化収納事務の一元化収納事務の一元化

○市税、国民健康保険料、市営住宅使用料等それぞれの担当課において公金収納事務を行っ
ている。

○公金収納の一元化の観点から、徴収に特化した新たな組織体制について検討し、高度な徴
収ノウハウを蓄積し、徴収を強化する。

○収納率の向上に寄与し、効率的で専門的な収納体制を図ることができる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

平成22年度

○平成22年度は、職場実態に関するヒヤリング及び組織機構の整備に関する意
見聴取を実施。
【ヒヤリング日程】
　1月6日…財務部、1月11日…都市建設部、1月12日…健康福祉部
○検討結果
以下の理由により、平成23年4月の組織機構整備では実施しないこととした。
・近年、組織機構の改正が度重なっており、市民の混乱を防止する必要がある
こと。
・庁舎内での事務室配置が困難であること。
・「税」と「料」の徴収事務に対する調整が必要なこと。
○徴収率向上対策
(1) 職員の資質向上
・ 市町村アカデミー等の専門研修機関での研修機会の確保
(2) 事務の一元化の推進
・ 納付ご案内センターの活用等を通じた一元化の推進

実績効果額
    (d)

調査・検討

実施（組織機構の整備）

関係課協議
（実施が決定された場合）

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

―(1)

内　　容

達成率
(%)

 

累計

―
成
果
指
標

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

―

(3) (1)

― ―

（単位：人） 数値目標
   (a)

(5)

達成率
(%)

（単位：千円）
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　財務政策課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

（単位：千円）
―― ―

効
果
額

増収金額
【コスト再計算後設
　定】 達成率(%)

(d/c)

平成22年度

H24年度のコスト再計算に向け、情報収集を行った。

実施項目８実施項目８実施項目８実施項目８ 使用料・手数料等の受益者負担の適正化使用料・手数料等の受益者負担の適正化使用料・手数料等の受益者負担の適正化使用料・手数料等の受益者負担の適正化

H26年度H25年度

○第１次行革大綱において、「受益者負担の適正化」として、平成19年度より全ての施設につ
いて、類似施設間での均衡化を図りながら、ランニングコストを算定基礎とし、料金設定を
行ったところであるが、今後も社会情勢に配慮しながら、定期的な見直しが必要である．

○公の施設の使用料改定から３年経過ごとにコストの再計算を行い、見直す。
○その他の各使用料、手数料、負担金等もコスト計算により見直しを行う。

○安定的な財政基盤の確立、負担の公平性の確保に寄与する。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

コスト再計算

見直し後の各使用料等の適用

H24年度 H25年度 H26年度

―

累計 H22年度 H23年度

― ― ― 199 ―

達成率(%)
(b/a)

実績効果額
    (d)

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

内　　容
（単位：件）

成
果
指
標

コスト再計算を
行った件数
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【新規項目】

【担当課】　財務政策課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

【債権管理制度策
　定後設定】

【債権管理制度策
　定後設定】

達成率(%)
(b/a)

平成22年度

債権管理制度について、情報収集を行った。債権の把握と分類については、実
施できなかった。

（単位：　）

実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

内　　容
（単位：　） 数値目標

   (a)成
果
指
標

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

H25年度累計 H22年度 H23年度 H26年度H24年度

実施年度以前活　動　内　容

債権管理制度の調査・研究

債権管理制度の策定

債権の把握と分類

実施項目９実施項目９実施項目９実施項目９ 債権の適正管理債権の適正管理債権の適正管理債権の適正管理

H26年度H25年度

○現在、本市の債権（公法上・私法上の債権）については、各担当部署がそれぞれの法令等に
基づいて収納事務を行っている。

○本市の債権管理（保全、消滅、放棄等）について、包括的かつ適正な事務処理を行うため、
市が保有する債権（地方税の滞納処分の例により強制徴収できるものを除く）の仕分けを行
い、債権の管理に係る手順の統一に向けた検討を行う。

○債権の適正な管理と回収を図ることができる。

H24年度H23年度H22年度
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 歳入の確保＞②市税等の徴収率の向上・受益者負担の適正化
【継続項目】

【担当課】　会計課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

  平成22年度は公共料金納付方法の拡大について、住民サービスの向上及び収納
率の向上の面から調査・検討をしてきた。拡大の手法としてコンビニ収納が考え
られるが、市民の利便性が向上する反面、システム改修費用や手数料等の経費の
問題、収納の制限の問題等、多くの課題が見受けられた。
　このような事から納税課等の収納担当課においては、現在預貯金口座からの口
座振替を積極的に推進しており、新たな取り組みとして、これまでは納税者が直
接金融機関に提出していた口座振替申請書を、平成23年度より市役所窓口におい
ても受付できるよう改善がされている。

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

達成率(%)
(b/a)

97.62

48.00 50.00

窓口払以外の納
付割合

実績数値
   (b)

41.00

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 42.00 44.00 46.00

内　　容 累計 H22年度 H23年度

実施の判断

納付方法の調査・検討

H25年度 H26年度

口座振替推進対策の実施

実施項目１０実施項目１０実施項目１０実施項目１０ 公共料金納付方法の拡大公共料金納付方法の拡大公共料金納付方法の拡大公共料金納付方法の拡大

○第１次行革大綱において、「公共料金納付窓口の拡大」として、コンビニエンスストア等で
の納付窓口の拡大を検討してきたが、コスト面から、上下水道料金以外は実現に至っていな
い。

○市税等については口座振替の推進を前提として、コンビニエンスストアやクレジットカード
での納付など、多様な納付方法について、コスト面を勘案しながら検討する。

○納付方法が多様化することにより、市民サービスの向上及び収納率の向上に寄与する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 歳出の合理化＞①補助金の効果的運用
【継続項目】

【担当課】　財務政策課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

効
果
額

見直し件数

補助金削減額
（一般財源ベース）
【実績に基づいて算定】

達成率(%)
(b/a)

平成22年度

新規の補助金については、H17年度に策定した「補助金交付基準」に則したもの
とした。

（単位：千円）

実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

内　　容
（単位：件） 数値目標

   (a)成
果
指
標

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

H25年度

― 200

累計 H22年度 H23年度

― ― 200 ―

H26年度H24年度

実施年度以前活　動　内　容

補助金内容の見直し（1回/3年）

○第１次行革大綱において、「補助金等の見直し」としてH17年度に「補助金交付基準」を策
定し、平成20年度中にすべての補助金について見直し及び要綱制定を行ったところである。
○今後も交付団体の状況や補助の効果などについて、定期的な検証・見直しを行い効果的かつ
公平性・透明性を明確にした補助を行わなければならない。

実施項目１１実施項目１１実施項目１１実施項目１１ 補助金の効果的運用補助金の効果的運用補助金の効果的運用補助金の効果的運用

H26年度H25年度

○定期的に、費用対効果・交付団体の状況・補助の役割などについて見直し等を行う。
○地域の特性に合わせて、必要な事業に対し各地域の裁量で配分できる地域統合補助金の導入
を視野に入れながら、今後の補助金のありかたについて研究を行う。

○補助金の透明性の確保、効果的な交付ができ、安定的な財政基盤の確立に寄与する。
○地域の自主性を高め、効果的な自主事業の取り組みが期待できる。

H24年度H23年度H22年度
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 歳出の合理化＞②公共工事における品質確保のシステム構築
【新規項目】

【担当課】　契約監理課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

H25年度 H26年度

実施項目１２実施項目１２実施項目１２実施項目１２ 公共工事における品質確保のシステム構築公共工事における品質確保のシステム構築公共工事における品質確保のシステム構築公共工事における品質確保のシステム構築

○平成21年2月に、「周南市工事等に係る連絡協議会」が、「公共工事における品質確保のシス
テム構築について」報告書を作成した。

○「公共工事における品質確保のシステム構築について」を活用し、整備後、公共工事関係者
に徹底を図る。

公共工事における品質確保のシ
ステム整備・実施

○ＶＦＭ（バリュー･フォー・マネー）最大化を重視した総合的なコスト構造改善（施設の長寿
命化によるライフサイクルコスト構造の改善、環境負荷の低減効果等の社会的コスト構造の改
善等）が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 30.00 50.00

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

70.00 90.00

100.00

100.00

システム整備率
実績数値
   (b)

30.00

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

｢公共工事における品質確保のシステム構築｣に基づき、検査監による中間検査
(中間技術検査及び中間確認検査)を実施し、監督職員において段階確認を実施し
た。
①中間検査(検査監により実施)
　・中間技術検査…工事の実施状況の確認を行う。
　　　　　　　　　土木工事3千万、営繕工事5千万円以上で実施する。
　　　　　　　　　中間期に1回程度(進捗率30～60%)を行う。
　　　　　　　　　(工事成績評定については、平成23年度より実施)
　・中間確認検査…不可視部分の確認を行う。
　　　　　　　　　目的物の品質の向上、完成検査の補完として実施する。
②段階確認(監督員により実施)
　　　　　　　　…段階確認一覧表により検査項目、検査時期の調整を行う。
　　　　　　　　　施工の各段階で請負者等が確認した施工状況や材料の試験
　　　　　　　　　結果などについて、請負者から提出された資料に基づき、
　　　　　　　　　監督職員が設計図書との適否を判断する。
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 組織力・職員力の向上＞①新たな定員適正化計画の策定
【継続項目】

【担当課】　上下水道局総務政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額
(参考)

※1　職員削減数×新規採用者平均人件費
※2　定員適正化計画における目標職員数は、６９人（H27.4.1現在）。
※3　 実施項目１５の効果額と重複するため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。

６　実施状況

職員削減数
（前年度退職者数－
当年度採用者数）

推計効果額
    (c)

平成22年度

平成２２年４月１日現在において職員数７５名。平成２２年度における定年退
職者を１名と採用者１名を予定していたところだが、一般退職者が２名増とな
り退職者が計３名となったことから、採用者について１名増とし２名としたも
のである。

達成率(%)
(d/c)

人件費削減額
（H22年度比）
計算方法（※1）

実績効果額
    (d)

達成率(%)
(b/a)

7,062

数値目標
   (a)

0

H22年度

2
成
果
指
標

実績数値
   (b)

1

（単位：人）
6

累計
(H27まで)

―

H24年度H23年度 H25年度

0

経営計画策定

経営計画の実施

H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化（１）水道事業地方公営企業等の経営健全化（１）水道事業地方公営企業等の経営健全化（１）水道事業地方公営企業等の経営健全化（１）水道事業

H26年度H25年度

○経営健全化の基本方針及び収支見込等の経営計画を策定し、事務事業の再編、民間委託の推
進、定員管理及び給与等の適正化を行い経営基盤の強化を図る。

○地方公営企業として経営基盤の強化と安定が図られる。

H24年度

○合併時点の職員数１００人から平成２２年４月１日時点で既に２５人を削減し、７５名と
なっているところである。今後においても、市長部局が進める「定員適正化計画」に準じた削
減計画を進めていくと、平成２７年４月１で６９人となるところであるが、重要なライフライ

ンである水道水の安定供給と言う視点から適正な定員数について検証する必要がある。

効
果
額
（

※
3
）

3,531

（単位：千円）
52,965

13

H27年度H26年度

17,6557,062― 21,1860

内　　容

参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　環境政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業簡易水道事業

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

配水管の更新

経営計画の実施

経営計画の策定

内　　容 累計 H22年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 86.80 87.20

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

87.60 88.00

97.12

H23年度 H24年度

88.40

有収率
実績数値
   (b)

84.30

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

簡易水道管理システムによる、ポンプ等異常の早期発見により、電気使用料の節
減を図っている。平成20年度からの既設簡易水道施設の配水管更新工事に当り、
地震や災害等に対応すべき耐震管を使用し、強固な配水管にすることで、漏水量
の減少を図る。
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　上下水道局総務政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

※打ち切り決
算のため算出
不可。

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 下水道事業(集落排水含む)下水道事業(集落排水含む)下水道事業(集落排水含む)下水道事業(集落排水含む)

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)及び経営健全化計画（平成19年度～平成23年
度）に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

経営計画の策定

経営計画の実施

内　　容 累計

87.10 87.60

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

105.59

H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

－ 85.90 86.30 86.70

経費回収率
実績数値
   (b)

90.70

達成率(%)
(b/a)

10,000 20,000 30,000 41,000 52,000

他会計繰入金を除
いた収支差引額
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

平成21年度末に策定した下水道事業経営計画に基づき、適正な維持管理と事業運
営に努めた。
○地方公営企業法適用と上下水道組織統合準備
　経営基盤の強化と事業運営の効率性、市民サービスの向上を図るため、平成23
年4月の法適化と組織統合実施に向け、諸準備を行った。
○効率的な施設整備と維持管理の推進
　汚水処理施設整備構想の見直しにより個別処理へ整備手法を変更するなど、地
域の実情に合った効率的な施設整備を推進するとともに、水洗化の促進を図っ
た。また老朽化施設の改築を計画的に進めるなど、適正な維持管理を行った。

※平成23年4月1日からの企業会計移行に伴い、平成22年度は3月末で打ち切り決
算となったため、未払い金が多く発生し、繰入金を除いた収支差引の赤字額が大
きく減る結果となっている。

効
果
額(

※
1)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

153,000
参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　地域医療政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

　平成２２年度周南市病院事業会計の収益的収支は、33,186,776円の損失で、平
成２1年度に比べて約6,300万円の改善となった。
　病院改革プランにおける平成22年度収支目標は、6,700万円の損失、平成23年
度が4,600万円の損失であったので、1年前倒しで目標を達成できた。
　前年度に、漸減傾向であった1日平均患者数が、入院、外来とも4年ぶりに増加
に転じた。今年度もそれぞれ4.9人、4.7人増加し、1人当たりの単価も入院で
0.8％、外来で4.2％増加した。これにより、収益増が費用増を上回り収支が改善
した。

今後の方針
・病院改革プランの実行に向けて、患者数の増加などの目標値を達成することに
より、収益の拡大を図る。
・医療の高度化を推進し、患者単価増額を図る。

87.74

他会計繰入金を除
いた収支差引額
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

61,419

効
果
額(

※
1)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

715,000 70,000 95,000 178,000 184,000 188,000

達成率(%)
(b/a)

102.50

85.30 85.30

病床利用率
（病床数：１５０
床）

実績数値
   (b)

86.10

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 84.00 85.30 85.30

内　　容 累計 H22年度 H23年度

職員の意識改革・広報活動等

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

H25年度 H26年度

入院・外来患者増加への取組

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 病院事業病院事業病院事業病院事業

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。
○指定管理者制度を導入している。

○平成20年度に作成した「新南陽市民病院改革プラン」に基づき、平成21年度から4年間で経営
の改善を図る。具体的には、収入面では、入院・外来患者増加を図ると同時に、治験業務等新
たな収入を確保し、費用面では、医療材料の適正管理を図る等により経費を削減・抑制する。

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

参考
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【新規項目】

【担当課】　地域医療政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

効
果
額(

※
1)

（単位：千円）

達成率(%)
(d/c)

2,40012,000

-169.83

2,400 2,400 2,400 2,400

他会計繰入金を除
いた収支差引額
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

-4,076

推計効果額
    (c)

55 56 57

１日当たりの入
所者数
（定員：６０人）

実績数値
   (b)

53.3

達成率(%)
(b/a)

100.57

成
果
指
標

（単位：人） 数値目標
   (a)

― 53 54

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

経営計画の実施

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

経営計画の策定

平成22年度

　平成２２年度周南市介護老人保健施設事業会計の収益的収支は、5,928,369円
の損失で、収支は前年度に比べて約400万円悪化した。
　＜主要な収支の状況＞
①入所者療養費の増収　… 　370万円　（１日平均利用者数が1.6人増加）
②通所者療養費の減収　… △620万円　（１日平均利用者数が2.6人減少）
③指定管理料の増額　　… 　640万円　（公社職員が２名増）
④減価償却費の減額　　… △170万円　（器械備品の償却期間終了）

今後の方針
・通所者療養費収益の減額が大きな要因となっているため、併設する居宅介護支
援事業所との連携を強化して、新規利用者の獲得を図ることにより稼働率の改善
に努める。

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 介護保健施設事業介護保健施設事業介護保健施設事業介護保健施設事業

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。
○指定管理者制度を導入している。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度

参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　市場課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

　市場取扱量は、昨年度と比較して卸売市場では3.9％減、水産物市場では9.3％
減である。卸売市場に於いては、卸売業者の経営改善施策に取り組んでおり、市
場使用料の減額措置を実施している。
　両市場の支出に関しては、建設当時及び施設改修等の起債償還が半分近くを占
めており、一般会計からの繰り入れにより対応している状況である。
今後、少しずつ起債件数も減少するので、繰り入れ額が減少する予定である。

59.69

他会計繰入金を除
いた収支差引額
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

1,532,827

平成22年度

効
果
額(

※
1)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

311,048

169,368

達成率(%)
(d/c)

314,024 312,795283,741 311,219

7,349 7,360

取扱高(青果・花
き・水産物)

実績数値
   (b)

6,871

達成率(%)
(b/a)

93.92

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：百万円） 数値目標
   (a)

36,690 7,316 7,327 7,338

内　　容 累計 H22年度 H23年度

経営計画の実施 

青果卸売業者の経営改善支援 

経営計画の策定 

H25年度 H26年度H23年度 H24年度

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方卸売市場事業地方卸売市場事業地方卸売市場事業地方卸売市場事業

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　観光政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 国民宿舎国民宿舎国民宿舎国民宿舎

○経営改善計画(平成22年4月～平成27年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。
○指定管理者制度（非公募）を導入している。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営改善計画を策定し、事務事業の再編・
整理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

○地方公営企業等の経営基盤の強化と安定が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

経営計画の策定

H25年度 H26年度

経営計画の実施

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：人） 数値目標
   (a)

57,600 11,000 11,500 11,600 11,700 11,800

年間利用者数(宿
泊者数+日帰り休
憩者数）

実績数値
   (b)

8,662

達成率(%)
(b/a)

78.75

効
果
額(

※
1)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

55,833 407 15,291 15,402 12,316 12,417

他会計繰入金を除
いた収支差引額
(平成21年度比)

実績効果額
    (d)

2,335

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

経営改善計画を策定し，効率的運営と経費節減等を図る。地産地消を進める
『やまぐち食彩店』として,新しい食事メニューや宿泊サービスパックなど，新
企画を考案し，利用客増加に努めた。ホームページ・雑誌等に情報提供して更
に新規のお客を呼び込めるよう努力した。入浴客については，地元の常連客や
市外からの立ち寄り入浴のリピーターも増え，平成20年度を上回った。支出に
ついても経費削減に努め，今年度については，黒字収支となった。

573.71

参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　生活安全課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

H25年度 H26年度

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 駐車場事業　駐車場事業　駐車場事業　駐車場事業　

○集中改革プラン(平成18年3月～平成22年3月)に基づき、経営健全化を計画的に進めてきた。
○指定管理者制度を導入している。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。

指定管理者制度導入

○施設の有効活用により、市民の利便性が向上する。
○民間経営のノウハウを導入し、運営の効率化により、経費削減、収入の増加が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

経営計画の策定

経営計画の実施

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

成
果
指
標

（単位：台） 数値目標
   (a)

920,000 182,000 183,000

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

184,000 185,000

89.00

186,000

駐車台数
実績数値
   (b)

161,978

効
果
額(

※
1)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

175,000 34,000 34,500 35,000 35,500 36,000

指定管理者納付
金

実績効果額
    (d)

26,000

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

指定管理者からの提案により、利用の少ない年末年始を営業休止することによ
る経費の節減や、一日の利用料金上限を設定することによる増収を図った。

76.47

参考

- 29 -- 29 -- 29 -- 29 -



 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　競艇管理課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 取組みによる効果と適正に判断できないため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

○競走開催日数（実績）

○受託事業延べ日数（実績）

162

区　　分 平成22年度 平成21年度
一般競走 135 150

達成率(%)
(d/c)

平成22年度 合　計 147

効
果
額(

※
1)

推計効果額
    (c)

1,000,000 200,000 200,000
（単位：千円）

ＧⅠ又はGⅡ 12 12

　通常年間、150日の一般競走、周年記念をはじめＧⅠ又はＧⅡ競走を合わせた
12日間の計162日の競走を開催しているが、平成22年度は、3月11日に発生した東
日本大震災等により15日間の競走が未開催となり、一般競走は、当初予定より15
日減の135日の開催、ＧⅠ競走は12日の開催となった。

-48.58

単年度決算の黒
字目標額

実績効果額
    (d)

-97,156

200,000 200,000 200,000

65,000 65,000 65,000

一般競走の１日
平均売上額

実績数値
   (b)

56,564

達成率(%)
(b/a)

87.02

成
果
指
標

（単位：千円） 数値目標
   (a)

― 65,000 65,000

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

経営計画の実施

経営計画の策定 　

地方公営企業法全部適用の調
査・検討

H25年度 H26年度
収益確保に向けた各種施策の実
施

実施項目１３実施項目１３実施項目１３実施項目１３ 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 地方公営企業等の経営健全化　 徳山モーターボート競走事業徳山モーターボート競走事業徳山モーターボート競走事業徳山モーターボート競走事業

○集中改革プラン(平成18年3月～平成21年3月)に基づき、競艇事業の経営健全化を計画的に進
めてきたが、景気の低迷、レジャーの多様化により売上が思うように伸びない現状にある。し
かしながら、競艇事業の本来の目的である地方財政に寄与できるよう今後も経営改善に取り組
む必要がある。
○「競艇事業経営改善実施計画」を策定し、赤字構造の一般レースの削減、職員の削減、従事
員の処遇の見直し、開催経費の見直しにより経費の削減を図った。

○経営健全化の基本方針及び収支見込等を記載した経営計画を策定し、事務事業の再編・整
理、民間委託等の推進、経費節減等を図る。
○受託事業の発売日数を大幅に増やすとともに、ナイター発売も増やして売上の確保に努め
る。
○平成21年度からの地方公営企業会計導入効果を最大限に活かし、効率的で、効果的な戦略を
立てることで収益の確保に努める。

○収益を確保することで、競艇事業の目的である地方財政への寄与が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

157
851 897

区　　分 平成22年度 平成21年度
324 362

　競艇事業経営改善実施計画に基づ
き、電話投票の売上額増に向け平成23
年2月からモーニングレースを開催し
たほか、電話投票の顧客確保・拡大に
向けて電話投票キャンペーンを実施し
た。
　また、他場の開催される舟券の受託
事業に積極的に取り組み、特にナイ
ター発売増を計画していたが、3月の
大震災の影響もあり、呉場外でのナイ
ター発売を除き、前年度と比較して延
べ日数も減となった。 436 428

本
場

呉

延日数
ナイター

ナイター
延日数

132

参考
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 歳出の合理化＞③特別会計等の経営健全化
【新規項目】

【担当課】　上下水道局総務政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○平成22年度は前年度に引き続き、公営企業会計移行準備を実施
・資産の調査および評価、資産管理システム、財務会計システムの構築準備
・関係条例、規則、規程、要綱の整理
・企業会計による新年度予算編成
・関係各課（財務政策課、会計課、人事課ほか）との協議
　繰出ルールの明確化、打ち切り決算の対応、退職手当の計上方針など
・平成22年度打ち切り決算への対応
・企業会計に係る職員研修の実施

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

達成率(%)
(b/a)

― ―

―
実績数値
   (b)

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：　） 数値目標
   (a)

― ― ― ―

内　　容 累計 H22年度 H23年度

公営企業会計への移行準備（簡
易水道事業）

企業会計による下水道事業の運
営（地方公営企業法の適用）

H25年度 H26年度

移行準備（下水道事業）

実施項目１４実施項目１４実施項目１４実施項目１４ 下水道事業・簡易水道事業の公営企業会計への移行下水道事業・簡易水道事業の公営企業会計への移行下水道事業・簡易水道事業の公営企業会計への移行下水道事業・簡易水道事業の公営企業会計への移行

○現在、下水道事業・簡易水道事業は、現金主義による公会計で運営している。
○独立採算制を原則とした料金算定や将来の経営見通しなど、経営状況や財務状況の明確化、
経営基盤の強化を図る必要がある。

○健全運営を図るため、地方公営企業法が適用される公営企業会計を導入する。

○地方公営企業法を適用し、発生主義による公営企業会計に移行することにより、経営の健全
性や計画性・透明性、職員の経営意識、コスト意識の向上が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 組織力・職員力の向上＞①新たな定員適正化計画の策定
【継続項目】

【担当課】　人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額
(参考)

※1　職員削減数×新規採用者平均人件費
※2　第２次定員適正化計画における目標職員数は、１３５０人（H27.4.1現在）。

６　実施状況

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

829,110

人件費削減額
（H22年度比）
計算方法（※1）

実績効果額
    (d)

内　　容 H22年度

282616

H27年度H26年度

224,180131,661 323,816

56,935

46,259 103,194―

○第１次行革大綱において、合併時点の職員数1,720人を平成22年4月1日時点で250人削減
し、1,470人を目標とする「定員適正化計画」を策定し、適正な定員管理を進めてきた。

実施項目１５実施項目１５実施項目１５実施項目１５ 新たな定員適正化計画の推進新たな定員適正化計画の推進新たな定員適正化計画の推進新たな定員適正化計画の推進

H26年度H25年度

○平成22年度以降における「新たな定員適正化計画」を策定し、平成26年度までの削減目標
を新たに定め、事務事業評価や外部委託の推進等と併せ、効率的な行政経営を目指す。
（第２次定員適正化計画の対象期間 ： 平成22年4月1日～平成27年4月1日の予定）

○外部委託の推進や事務事業の見直しと併せて進めることにより、重点施策に対応した効率
的な組織体制が構築できるとともに、人件費の削減が図られる。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

調査・検討、計画策定

実施（定員適正化の推進）

91

累計
(H27まで) H24年度H23年度

成
果
指
標

実績数値
   (b)

16

―
（単位：人）

13
数値目標
   (a)

達成率
(%)

123.08

H25年度

8

平成22年度

○平成２２年度は、計画削減職員数１３人に対し、１６人の減員を実施した。
　・『第２次定員適正化計画』・・・退職者数４５人、採用者数３２人
　　　　　　　　　　  ⇒実績・・・退職者数５４人、採用者数３８人
○民間委託推進による技能労務職員の大幅削減を実施。
　・第２次定員適正化計画を推進しつつ、増大する生活保護等の扶助費関係
　　事務や国体推進事務等の特殊事情に適正な増員を確保するため、事務事
　　業の民間委託を推進し、調理員１０人及び清掃技術員４人の任用替えを
　　実施した。

123.08
達成率
(%)

職員削減数
（前年度退職者数－
当年度採用者数）
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 組織力・職員力の向上＞②職員（人材）育成基本方針の推進
【継続項目】

【担当課】　人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

25.00

実績数値
   (b)

22.00 23.80

23.00

内　　容
（単位：人）

―

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

成
果
指
標

成
果
指
標

達成率
(%)

1,833

（単位：％）

実績効果額
    (d)

20.00

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

数値目標
   (a)

達成率
(%)

H22年度 H23年度

― ― ― ― ― ―

22.00

H26年度

7,769 1,585 1,571 1,553 1,544 1,516

累計 H24年度 H25年度

実施項目１６実施項目１６実施項目１６実施項目１６ 職員（人材）育成基本方針による取組推進職員（人材）育成基本方針による取組推進職員（人材）育成基本方針による取組推進職員（人材）育成基本方針による取組推進

H26年度H25年度

○「職員（人材）育成基本方針」に掲げた取り組みを推進する。また、必要に応じて制度
の見直しを図る。

○計画的・総合的に人材育成を図られる。

H24年度H23年度H22年度

平成22年度

○職員採用システムについて
　・学歴別募集のほかに、ＵＪＩターン/再チャレンジ型や身体障害者対象の
　　募集を行い、7/25及び9/19に１次試験を実施。
　・人物本位の採用を目指すため、８２人を１次合格者とし面接選考を実
施。
○職員研修システムについて
　・国や県等に職員を派遣する行政実務研修を拡充した。（５人→６人）
　・山口県自治研修所等への派遣研修を拡充した。（２４５人→３３６人）
○人事評価システムについて
　・全職員に対して「能力・態度評価」を実施し、加えて課長級以上の職員
　　に対して「実績評価」を実施した。
　・職員の育成に資する人事評価とするため、評価者と被評価者の面接を
　　重視するとともに評価者研修を実施した。
○人材処遇システムについて
　・管理監督職への女性登用を推進した。（H21…20.4%→H22…22.0%）
　・人事評価結果の勤勉手当、昇給・昇格への反映
　　（課長級以上の職員・・・全職員導入、その他の職員・・・一部導入）
○異動システムについて
　・原則３年を基準としてジョブローテーションを実施した。
　・職員の意欲を人事異動に反映するため、異動申告に特化した自己申告
　　制度への改正を行った。

○第１次行革大綱において、「職員（人材）育成基本方針」が策定され、この方針に基づ
き「職員採用システム」「職員研修システム」「人事評価システム」「人事処遇システ
ム」「異動システム」に取り組んできた。これらをより一層具現化する取組が必要であ
る。

実施年度以前活　動　内　容

職員研修計画の策定

新たな人事処遇システムの運用

新たな人事評価システムの運
用

職員研修計画に基づく取組実施

21.00

115.65

効
果
額

研修参加者数

管理監督職への女
性登用率
（消防、水道を除く）

―

110.00

達成率
(%)

課長級以上の職
全職員
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 組織力・職員力の向上＞③柔軟な勤務体制の構築
【新規項目】

【担当課】　人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額
※ 括弧内の数字は実施した場合の仮定数値

６　実施状況

平成22年度

○時差出勤の実証実験を実施
・国道２号の渋滞緩和社会実験に合わせて、時差出勤の実証実験を実施
【実験期間】　平成22年10月1日～10月31日（１ヶ月間）
【対 象 者】　国道２号を利用するマイカー通勤者１０４名
【実施方法】　30分間の遅出勤務（8：30～17；15⇒9：00～17：45）
【検証結果】　事前・事後アンケートを実施した
　　　　　　　　≪効果≫　出勤時間の短縮　　　　　　・・・　30％
　　　　　　　　　　　　　渋滞によるイライラの解消　・・・　27％
　　　　　　　　　　　　　出勤前時間の有効活用　　　・・・　36％
　　　　　　　　≪継続≫　継続すべき　　　　　　　　・・・　18％
　　　　　　　　　　　　　改良して継続すべき　　　　・・・　41％
　　　　　　　　　　　　　続けない方がよい　　　　　・・・　19％
○職員団体との協議
・時差出勤の導入について職員団体と協議を行った。
【提案日】　平成22年10月25日
【合意日】　平成23年3月25日
○制度設計
・公務能率の向上、職員の健康管理に資する制度として策定
【対象】　公務運営上の事情に対応し、ワークライフバランスの実現に
　　　　　資する場合
【形態】　7：00～20：00の間に設定した７つの勤務形態から選択
○施行
　・職員団体との協議に時間を要したため、施行日を繰り延べ
　【予定】　施行日：平成23年4月1日
　【変更】　施行日：平成23年5月1日

効
果
額

時間外勤務の削
減

人件費削減額
（平成21年度
比） 達成率

(%)

実施年度以前活　動　内　容

調査・検討

実施

関係課協議
（実施が決定された場合）

実施項目１７実施項目１７実施項目１７実施項目１７ 時間差勤務制度の導入時間差勤務制度の導入時間差勤務制度の導入時間差勤務制度の導入

H26年度H25年度

○制度の導入により、効果的・効率的な業務執行体制を構築する。

○市民サービスの向上と職員の時間外勤務の抑制に寄与する。

H24年度H23年度H22年度

○定期的な夜間、休日等の業務執行体制が恒常化している部署、または、業務内容や時期
によっては、夜間勤務体制にシフトした方が効率的な部署もあるが、開庁時間中の業務執
行体制の確保の必要性から職員の長時間勤務により対応しており、改善の検討が必要であ
る。

H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

(3,840) ― (960) (960) (960) (960)

累計 H22年度

(9,912) ― (2,478) (2,478) (2,478) (2,478)
推計効果額
    (c)

（単位：千円）

達成率
(%)

実績効果額
    (d)

内　　容
（単位：時間）

成
果
指
標

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)
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 組織力・職員力の向上＞④組織･事業の統合
【新規項目】

【担当課】　上下水道局総務政策課・下水道財政課、環境政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

実施項目１８実施項目１８実施項目１８実施項目１８ 上・下水道、簡易水道事業の組織統合上・下水道、簡易水道事業の組織統合上・下水道、簡易水道事業の組織統合上・下水道、簡易水道事業の組織統合

○水道事業、下水道事業及び地方公営企業法非適用の簡易水道事業は、各部署で事務を所掌し
ている。
○下水道事業については、地方公営企業法を全部適用し、上下水道の組織統合のメリットや課
題について費用対効果を検証し、効率的な事業運営を図る必要がある。
○法非適用の簡易水道事業については、施設の耐震化を進めるとともに安定した水源を確保
し、水道基盤整備を行った後に、上水道事業に統合し、経営の効率化、透明性の向上、管理体
制の強化を図る必要がある。

○組織を統合し、水行政の一体化を図り、組織のスリム化を図る。
○運営基盤が脆弱な簡易水道事業を上水道事業に統合し、適正な料金設定のもと経営基盤の強
化を図る。

○各事業に共通している業務の一体化や類似業務の統合による経営コストの削減、各事業の連
携強化による市民サービスの向上が期待できる。
○施設の管理や経営の効率化により安定供給を持続するとともに水質管理の強化により安全性
が向上する。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
上下水道組織統合推進委員会に
よる協議、検討

H25年度 H26年度

簡易水道事業の整備

上下水道の組織統合

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：　） 数値目標
   (a)

― ― ― ― ― ―

―
実績数値
   (b)
達成率(%)
(b/a)

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○平成22年度は前年度に引き続き、組織統合に向けた準備を実施
　上下水道組織統合推進委員会を設置し、総務、財務、徴収業務、工務、施設の
5部会に分かれ組織統合に向けた調整を図った。
・総務部会：組織名称・体系、担当事務分掌の検討・調整、条例・規則等の見直
し、給与体系および諸手当等の検討、組織名称変更に伴う対応ほか
・財務部会：予算執行・経理事務、金融機関との調整、一般会計繰入金の確保と
資金計画、入札執行方針の調整ほか
・徴収業務部会：負担金分担金業務の調整、納入通知書等の様式の検討ほか
・工務部会：共同施工の検討、完成検査体制の調整、総合支所の維持管理体制の
調整ほか
・施設部会：水循環をキーワードにしたコンセプト確立の検討、水質検査共同委
託の検討、同類業務委託の同時発注の検討、危機管理対策マニュアル策定の検討
ほか
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 効果的な事務改善＞①サービスバリューの向上
【新規項目】

【担当課】　市民課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

平成22年度

〇総合窓口について
　現在の市民課内での総合窓口対応については、事務所スペースまた、人員の確
保が必要なことから、未検討となっている。
〇郵便局での住民票等交付について
　徳山秋月郵便局において平成22年6月1日から申請交付を開始した。1ヶ月当り
の交付件数は、約62件となっている。
　市民への周知の広報活動として、住民票など徳山秋月郵便局において取得が可
能であることのＰＲを同郵便局と共同により行った。
　問題点として郵便局と市役所での事務処理はFAXでおこなっていることから、
市民課窓口事務が繁雑になってきている、現状では、緊急雇用制度を活用した臨
時職員での対応をしているが、今後、財源がなくなると事務員の確保が難しく更
に繁雑になる可能性がある。引続き臨時職員の雇用が必要。
　また、年度内に新たに新南陽政所郵便局他２ヶ所が増えることも決定してお
り、更にスムーズな事務処理を行う為の検討が必要である。
〇コンビニエンスストアでの住民票等の交付について
　平成２４年７月を目途に外国人住民が住基法の適用対象となることや平成２３
年度内に住民基本台帳システムの切り替えがあることから、整備された後、コン
ビニエンスストアで住民票など交付の検討を開始する。

―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ―

90

窓口利用者の満
足度

実績数値
   (b)

未実施

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 80 82 85 88

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

コンビニエンスストアでの住民
票等の交付システムの検討

郵便局での住民票等交付システ
ムの構築及び実施

総合窓口業務の改善

○来庁者にとって、１か所で申請の手続きが完了できるため、分かりやすく利便性が向上す
る。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目１９実施項目１９実施項目１９実施項目１９ 総合行政窓口の実現（ワンストップサービスの推進）総合行政窓口の実現（ワンストップサービスの推進）総合行政窓口の実現（ワンストップサービスの推進）総合行政窓口の実現（ワンストップサービスの推進）

○第１次行革大綱において、「窓口サービスの向上」の対応として市民課窓口への税証明等の
一元化が図られた。
○市民の利便性に配慮した更なるワンストップサービスの推進が必要である。

①引越し、結婚、離婚、出生、死亡等の「ライフイベント」の際に、１か所で必要な届出・申
請ができる総合窓口を設置する。
②市営住宅担当課、福祉担当課等の総合受付業務の対応ができる体制を整備する。
③郵便局での住民票等の交付ができる体制を整備する。
④住基カードを活用したコンビニエンスストアでの住民票等の交付ができる体制を検討する。
⑤窓口利用者の満足度調査を実施する。
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 効果的な事務改善＞①サービスバリューの向上
【新規項目】

【担当課】　市長公室・人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

成
果
指
標

平成22年度

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

達成率
(%)

内　　容

（単位：％）

― ― ― ― ― ―

未確立

H26年度

― システムの確立 100 100 100 100

累計 H22年度 H24年度

実施項目２０実施項目２０実施項目２０実施項目２０ 周南市版総合マネジメントシステムの確立・推進周南市版総合マネジメントシステムの確立・推進周南市版総合マネジメントシステムの確立・推進周南市版総合マネジメントシステムの確立・推進

H22年度実施年度以前活　動　内　容

○既存のシステムの特性、PDCAサイクルによる経営管理を基礎とし、リスクマネジメントの
考え方も含めた全庁で対応できる新たな「周南市版総合マネジメントシステム」を構築す
る。
①各計画（総合計画、行財政改革大綱、個別計画、年度予算等）に基づく、具体的な組織目
標・業務目標の設定（Plan）
②目標に基づき効率的な事業実施・展開及び記録保持（Do)
③事務事業評価、市民アンケート等に基づく、要改善事項・リスクの洗い出し・分析
（Check)
④評価・要改善事項の分析に基づいた制度見直し（実施要綱・業務マニュアルの改正）、次
年度に向けた目標検討（Action)

H26年度H25年度H23年度

H25年度H23年度

〇新たな行政評価システムの導入
目的：企画課、財務政策課、人事課との連携を図るため。
内容：①評価対象事業を予算小事業単位に合わせ、予算編成などへの活用を積
極的に進めることとした。②業務の「臨時・嘱託活用の可否」、「繁忙期」、
「定型・非定型」、「専門性の有無」など人事の参考となりそうな項目を追加
した。
〇平成２２年度は、以上のような実施状況であるが、今後は、行政評価のみな
らず、人事評価、目標管理など各制度が連携が取れるような総合的システムを
研究し、構築していく必要がある。

○これまで、目標管理、人事評価、行政評価、ISO9001といった内部管理システムを個々に
機能させてきたが、今後は、各システムの連携を強化し、有効に機能させる必要がある。

○組織のマネジメント能力向上による組織基盤の強化、目標の明確化、市民満足度向上、
PDCAサイクルの経営管理による継続的改善が図られる。

システムの構築

システムの実施

H24年度

達成率
(%)

実績効果額
    (d)

効
果
額

組織目標の達成
率

―

（単位：千円）
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 効果的な事務改善＞①サービスバリューの向上
【新規項目】

【担当課】　人事課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○接遇研修の実施について
・清掃技術員からの転任職員に対して接遇研修を実施
　【日時】　　　平成22年4月5日
　【受講職員】　９人
・新採用職員に対して接遇研修を実施（山口県セミナーパーク派遣）
　【日時】　　　平成22年4月、10月（２回派遣）
　【受講職員】　２９人
○接遇指導者養成研修の実施について
・各部局から選任された接遇指導員に対して指導者養成研修を実施
　【日時】　　　平成22年5月11日、13日、20日
　【受講職員】　３０人
○接遇指導員による職場内研修の実施について
・指導者養成研修を受講し、認定された接遇指導員により、職場内接遇研修を実
施
　【日時】　　　平成22年6月～　（各職場で実施）
　【受講職員】　９０１人

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

90

窓口利用者の満
足度

実績数値
   (b)

未実施

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

85 88

　

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 80 82

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

接遇指導者の養成

接遇研修の実施

○全庁的な「お客さまにやさしい窓口」の実現により、「お客さま満足度」の向上が図られ
る。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目２１実施項目２１実施項目２１実施項目２１ 「さわやかサービス」の実践による市民満足度向上の推進「さわやかサービス」の実践による市民満足度向上の推進「さわやかサービス」の実践による市民満足度向上の推進「さわやかサービス」の実践による市民満足度向上の推進

○平成20年12月に職員のプロジェクトで職員の接遇の向上を図るため、「さわやかサービス向
上ガイド」を作成した。

○「さわやかサービス向上ガイド」の具現化を進める。
○「接遇研修」の実施や「接遇指導者」を養成する。
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 効果的な事務改善＞①サービスバリューの向上
【新規項目】

【担当課】　総務課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

○代表受付電話への問合せに対しては、交換手が受け付け、問合せの内容を判断して、応対す
る所管課に電話を転送している。

実施項目２２実施項目２２実施項目２２実施項目２２ お客さまセンターの設置の検討お客さまセンターの設置の検討お客さまセンターの設置の検討お客さまセンターの設置の検討

H26年度H25年度

○市役所の手続や施設等に関する市政情報、生活情報、イベント情報などの多様な問い合わせ
にお答えするお客さまセンターを設置することを検討する。

○問合せ体制の充実により市民サービスの向上に寄与するとともに、受け付けた市民の声を蓄
積し、組織全体で活用することで、市民ニーズの収集・共有化による施策・事業の見直しへの
活用も期待できる。
○各担当部署の効率的・省力的な人員配置を促進できる。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

設置の検討

H24年度 H25年度 H26年度

― ― ― ― ― ―

累計 H22年度 H23年度

― ― ― ― ― ―

実績効果額
    (d)

推計効果額
    (c)

平成22年度

他市のお客様センターの受託の実績がある事業者から導入事例や概算見積を聴
取した。概算見積によると、年間17,000千円（受付、電話交換2人役）を要し、
現在の3,740千円（受付、電話交換各1人役）よりかなり高額になる。

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

（単位：千円）

内　　容

（単位：　　）

達成率(%)
(b/a)

達成率(%)
(d/c)

成
果
指
標

効
果
額

―

―
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 効果的な事務改善＞②民間委託の推進
【継続項目】

【担当課】　市長公室・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

※1 実施項目１５の効果額と重複するため、参考数値とし、計画全体の効果額には算入しない。
６　実施状況

効
果
額(

※
1)

50.00

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

達成率(%)
(d/c)

226.76

H24年度H23年度H22年度実施年度以前

平成22年度

○以下の各業務について直営から民間委託または指定管理制度導入を実施
　後期高齢者医療保険料納付ご案内センター事業
　　　　　　　　　　自主納付案内業務委託料 　　　　　 　　550
　周南緑地管理事業  周南緑地（東・中央緑地）指定管理料 18,061
　文書管理事務 　　 印刷業務委託料 　　　　　　　  　 　1,620
　学校給食管理運営事業（栗屋・住吉）
　　　　　　　　　  給食調理配送業務委託料  　　　　 　81,298
　ごみ収集運搬事業  塵芥収集運搬委託料 　　　　　　　　27,724
　　（ごみ収集運搬事業は収集体制や委託にする際業務範囲も変更したため、直営分から
　　　民間委託した経費算出が困難なことから人件費反映額を含めた予算への反映額を計上）

○指定管理者評価制度により平成21年度の評価を実施し7月下旬に
　　評価結果及び評価表を公表

達成率(%)
(b/a)

上記事業の次年
度当初予算額

成
果
指
標

活　動　内　容
行政評価結果に基づく民間委託
の推進

実施項目２３実施項目２３実施項目２３実施項目２３ 民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進民間委託の推進

H26年度H25年度

○委託可能な公共サービスについて民間委託を推進する。
○民間管理者のノウハウを活用し、効率的で質の高い行政サービスを提供するため、積極的に
指定管理者制度の導入を図る。
○指定管理者評価制度によりサービスの検証を行う。

○行政の効率化と経費削減を図るとともに、高度化・多様化する市民ニーズに的確に対応する
ことができる。
○市民サービスの向上や施設の効果的かつ効率的な運営が期待できる。

指定管理者制度の導入推進

H24年度 H25年度H22年度 H23年度

285,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

5

129,253

50 10
数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

直営から民間委
託へ変更する事
業数

実績効果額
    (d)

○第１次行革大綱において、「外部委託推進ガイドライン」を策定し、「民間にできることは
できる限り民間に」を基本方針に推進している。
○「指定管理者制度導入に向けた基本的な考え方（ガイドライン）」を策定し、平成18年度か
ら本格的に指定管理者制度を導入している。（平成21年10月現在、85施設）

内　　容
（単位：事業）

H26年度

10 10 10 10

累計

参考

- 40 -- 40 -- 40 -- 40 -



 効果的な事務改善＞③電子自治体の推進 
【新規項目】

【担当課】　広報情報課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

内　　容

（単位：　）
成
果
指
標

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

（単位：千円）

達成率(%)
(b/a)

実績効果額
    (d)

H26年度累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

実施項目２４実施項目２４実施項目２４実施項目２４ 情報化施策の投資の適正化を検証する仕組みづくり情報化施策の投資の適正化を検証する仕組みづくり情報化施策の投資の適正化を検証する仕組みづくり情報化施策の投資の適正化を検証する仕組みづくり

H26年度H25年度

○ＩＴ投資効果を検証し、システムの調達、管理運用に関する最適化を図るため、外部有識者
の意見も参考に「最適化のための指針」を策定する。
○「最適化のための指針」に基づき、各種方策を講じ、経費節減を図る。

○「最適化のための指針」に基づき、ネットワーク、パソコン端末、業務システムの再編が円
滑に実施できる。

H24年度H23年度H22年度

平成22年度

(株)山口県ソフトウェアセンターと契約し、情報システム導入･改修時に業者か
ら提出される設計書、仕様書、見積書等を詳細に精査し、情報システム全体の
最適化及び経費を削減。（12件）

○システム導入効果や運用経費の再検証を行い、ＩＴ投資額の適正化を再検証する必要があ
る。

実施年度以前活　動　内　容

システム導入・改修経費の検証

行政情報システム最適化指針実
施

行政情報システム最適化指針策
定

効
果
額

【指針策定後設定】

システムの経費
削減額
【指針策定後設定】 達成率(%)

(d/c)
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 効果的な事務改善＞③電子自治体の推進 
【新規項目】

【担当課】　市民課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

― ―

―

（単位：千円）

達成率(%)
(d/c)

実績効果額
    (d)

―

平成22年度

〇広報等による周知、啓発
総務省からの住民基本台帳カードに関するポスターの掲示及び冊子を窓口に置い
た。
〇住基カード多目的利用導入検討・導入
平成24年7月に外国人住民が住基法の適用対象者なることから、整備された後検
討する。
〇運転免許証自主返納者への住基カード無料交付検討・導入
運転免許証自主返納者への住基カード無料交付を施行している市町に照会し、要
綱作成の準備及び無料交付の開始時期を平成23年7月と決定した。

効
果
額

推計効果額
    (c)

― ― ―

1,220 1,450 1,680

住民基本台帳
カードの発行枚
数

実績数値
   (b)

689

達成率(%)
(b/a)

65.62

成
果
指
標

（単位：枚） 数値目標
   (a)

― 1,050 1,150

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

運転免許証自主返納者への住基
カード無料交付検討・導入

住基カード多目的利用導入検
討・導入

H25年度 H26年度

広報等による周知、啓発

実施項目２５実施項目２５実施項目２５実施項目２５ 住民基本台帳カードの活用促進住民基本台帳カードの活用促進住民基本台帳カードの活用促進住民基本台帳カードの活用促進

○住民基本台帳カードの発行枚数は2,802枚（平成21年3月末現在）であり、利用者が少ない。

○発行枚数の増加を図る。(本人確認書類としての重要性やe-taxの推進を広報等でPRする。）
○行政サービスの維持、向上のため、住民基本台帳カードの多目的利用に取り組み、さまざま
な行政サービスを提供する。（制度改正による外国人の住民基本台帳登録の時期が３年後のた
め、活動を平成24年度以降とする。）
○運転免許証自主返納者への住基カード無料交付を検討・導入する。

○住基カードの多目的利用に取り組むことにより重要性が増し、発行数が増加する。
○申請書や届出書の記載の省略・簡略化等が期待でき、市民の利便性が向上する。
○運転免許証自主返納者への住基カーﾄﾞ無料交付により、高齢者の交通事故を防止するととも
に、住基カードの普及を図ることができる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 効果的な事務改善＞④事務事業の共同化・広域化の推進
【新規項目】

【担当課】　企画課・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

内　　容

（単位：回）
成
果
指
標

システム共同運用
協議会の開催回数

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

達成率(%)
(b/a)

実績効果額
    (d)

1

H26年度

20 4 4 4 4 4

累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

実施項目２６実施項目２６実施項目２６実施項目２６ 事務事業の共同化・広域化の推進（電算業務含む）事務事業の共同化・広域化の推進（電算業務含む）事務事業の共同化・広域化の推進（電算業務含む）事務事業の共同化・広域化の推進（電算業務含む）

H26年度H25年度

○電算処理をはじめとした共同化・広域化により効果が期待される事務事業の調査・研究を行
う。

○多様化・広域化する行政需要に対応するとともに、事務事業の合理化や経費削減に寄与す
る。

H24年度H23年度H22年度

○行政ニーズに効率的に対応するため、ごみやし尿処理、消防、斎場など一部事務組合による
事務の共同化を図っている。
○一方、行政事務の電算処理の多くは市独自で実施しているが、行政事務の電算処理は複雑化
し、経費も高くなっている。
○事務事業の共同化・広域化について更に検討していく必要がある。

実施年度以前活　動　内　容

近隣市とのシステム共同運用協
議会での検討(電算関係)

○意見交換会及び研修会(H22.9.26)
・参加団体：下関市、美祢市、宇部市、山口市、防府市、長門市、山陽小野田
市、周南市
・業者によるプレゼンテーションを実施
○情報交換会（H22.9.29)
・参加団体：日立を利用する近隣３市。下松市、光市、周南市。

システムの経費節減
額(市単独との比較)
【案件発生時に設定】

効
果
額

（単位：千円）

達成率(%)
(d/c)

25.00

平成22年度
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞①事務事業の再編・整理
【新規項目】

【担当課】　市長公室

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

※1　次年度予算への反映額であるが、平成25年度は平成26年度以降の予算への反映額とする。
効果額１の内数

○第１次行革大綱において、平成１７年度から「行政評価システム」を導入し、事務事業の
「必要性」「有効性」「達成度」「効率性」の観点から行政評価を実施している。
○さらに事務事業のあり方を、根本から検討し直す必要がある。

実施項目２７実施項目２７実施項目２７実施項目２７ 行政評価システムを活用した事業の再編・整理 (周南市版事業仕分け導入の検討含む)行政評価システムを活用した事業の再編・整理 (周南市版事業仕分け導入の検討含む)行政評価システムを活用した事業の再編・整理 (周南市版事業仕分け導入の検討含む)行政評価システムを活用した事業の再編・整理 (周南市版事業仕分け導入の検討含む)

H26年度H25年度

○行政評価結果等を踏まえ、将来の事務事業の方向付け（廃止、統合、見直し、存続、拡
大）を行うため、重点事務事業ヒアリングを実施し、新年度予算編成に反映する。
○公開の場で事業の必要性や実施主体が適切かなどを、担当職員と外部の評価者が議論して
仕分ける「周南市版事業仕分け」の導入を検討する。

○行政評価結果を予算編成に反映させることによって、限られた財源を有効に配分し、最大
限の効果を得ることが期待できる。
○「周南市版事業仕分け」によって事業の必要性等を根本から見直すことが期待できる。

H24年度

次年度予算への行政評価結果
の活用

周南市版事業仕分けの実施

周南市版事業仕分けの調査・
検討

H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

H23年度 H24年度 H25年度

986,264

H26年度

― 825 815 805 795 785

累計 H22年度

実績効果額
    (d)

－

825

平成22年度

○平成22年度は、825事業の評価を実施。
・１次評価（所管課評価）6～7月実施⇒2次評価（行政評価委員会）10月実施
⇒政策調整会議（副市長協議）11月実施⇒最終決定（市長）3月
・本年度から評価単位を予算の小事業としたため、翌年度予算への反映状況の
調査・検証が可能となった。
・Ａ評価：174事業、Ｂ評価：507事業、Ｃ評価：131事業、Ｄ評価：13事業
○周南市版事業仕分けを実施。
・第一弾　平成22年8月1日（日）22事業（施設含む）
仕分け結果:不要(9)、民間が実施(1)、市・要改善(12)、市・現行どおり(0)
市対応方針:不要(7)、民間が実施(0)、市・要改善(15)、市・現行どおり(0)
※仕分け結果と市対応方針が相違するもの・・・3件
・第二弾　平成22年11月1日（月）、2日（火）7事業（施設含む）
仕分け結果:不要(3)、民間が実施(0)、市・要改善(3)、市・現行どおり(1)
市対応方針:不要(2)、民間が実施(0)、市・要改善(4)、市・現行どおり(1)
※仕分け結果と市対応方針が相違するもの・・・1件
・傍聴者数：第一弾115人、第二弾109人
※いずれもケーブルテレビで生中継。

達成率
(%)

86.83

効
果
額
2

内　　容
（単位：事業） 数値目標

   (a)成
果
指
標 達成率

(%)

実績数値
   (b)事務事業評価数

200,000

155,745 552,065

事業仕分け結果を踏
まえた市としての対
応方針に基づく効果
額（※1）

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

100.00

44,156 234,298

38,341

効
果
額
1

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

1,000,000

評価結果を受けての
次年度予算への反映
額

実績効果額
    (d)

200,000 200,000 200,000 200,000

418,629

達成率
(%)

209.31
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞②環境に配慮した事業の推進
【新規項目】

【担当課】　学校教育課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

実施項目２８実施項目２８実施項目２８実施項目２８ 「周南市版フィフティ・フィフティ」の推進「周南市版フィフティ・フィフティ」の推進「周南市版フィフティ・フィフティ」の推進「周南市版フィフティ・フィフティ」の推進

○富田東小学校、熊毛中学校において児童生徒、教職員が協力して省エネ活動を行い、節減で
きた光熱水費の一部を学校にペイバックする取り組みを平成２０年度からモデル校を選定し実
施している。ところで、この取組は、数年続ければ上限となる、経費削減からの行革では物価
変動で左右されるため限界を感じている。

○「周南市版フィフティ・フィフティ」を小中学校で実施することを推進する。

○環境教育の一環として取り組み、温室効果ガス、光熱水費の節減、環境意識の醸成が図られ
る。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

モデル事業（小中学校 各１校） モデル校実績を検証し検討

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：校） 数値目標
   (a)

2 2

実施学校数
【平成23年度以降はモ
デル事業終了後設定】

実績数値
   (b)

2

達成率(%)
(b/a)

100.00

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

116 100

達成率(%)
(d/c)

実績効果額
    (d)

170

平成22年度

小学校のモデル校としては富田東小学校、中学校のモデル校として熊毛中学校
で行った。実績として富田東小学校は169,740円を節約、熊毛中学校は節約する
ことができなかった。

146.55

効
果
額

光熱水費の節減額
【平成24年度以降はモ
デル事業終了後設定】
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞②環境に配慮した事業の推進
【新規項目】

【担当課】　環境政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

〇ハイブリッド車の導入
　　7台
〇太陽光発電システムの設置(各10kW)
　　小学校２校(周陽小学校、富田東小学校)
　　中学校４校(岐陽中学校、太華中学校、福川中学校、熊毛中学校)
　　住吉学校給食センター
　　リサイクルプラザ
〇風力発電設備(1kW)
　　リサイクルプラザ
〇省エネ空調・照明設備設置

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

31,056

市の事務事業での温
室効果ガス排出量

実績数値
   (b)

33,474

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

32,207 31,632

100.35

成
果
指
標

（単位：ｔ-CO2） 数値目標
   (a)

― 33,357 32,782

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

公共施設への省エネ空調設備の
導入

公共施設の照明器具の省エネ型
照明器具への更新

公共施設への太陽光発電設備の
設置

公用車へのハイブリッド車、ク
リーンエネルギー自動車の導入

○二酸化炭素排出量及び光熱費の削減、市民・事業者の環境への意識向上が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目２９実施項目２９実施項目２９実施項目２９ 低炭素社会の実現に向けたシステム・設備の導入推進低炭素社会の実現に向けたシステム・設備の導入推進低炭素社会の実現に向けたシステム・設備の導入推進低炭素社会の実現に向けたシステム・設備の導入推進

○平成20年7月に開催された第34回主要国首脳会議（洞爺湖サミット）を契機に、国を挙げて
「低炭素社会の実現」を重要課題として掲げ、二酸化炭素排出量の削減に取り組んでおり、市
として率先的に取り組んでいく必要がある。
○平成16年度に家庭や事業所における太陽光発電設備（64件286kwh）、小学校2校への太陽光発
電設備を設置、太陽電池式白色ＬＥＤ街灯（11基）の設置を行い、また、平成20年度までに公
用車7台にハイブリッド車を導入している。

○さらに公共施設等への太陽光発電設備の設置や公用車へのハイブリッド車、クリーンエネル
ギー自動車等の導入を推進する。
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞②環境に配慮した事業の推進
【新規項目】

【担当課】　総務課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

コピー用紙経費
削減額（平成21
年度比）

成
果
指
標

効
果
額

達成率(%)
(b/a)

102.66

-163.13

平成22年度

平成23年1月31日から2月8日まで文書取扱主任（係長級）を対象にした研修を実
施し、その中でペーパーレスのルールの周知を行った。

（単位：千円）

実績効果額
    (d)

-261

達成率(%)
(d/c)

内　　容
（単位：万枚） 数値目標

   (a)

コピー用紙使用
枚数（A4換算）

実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

2,834 160 160 634 940 940

1930.3

1787.4 1787.41823.9

累計 H22年度 H23年度

9159.3 1880.3 1880.3

H24年度 H25年度 H26年度

実施年度以前活　動　内　容

ルールの周知

ペーパーレス化の手法実施

ペーパーレス化の手法検討

○電子決裁等によるペーパーレス化を推進しているが、紙媒体で文書を管理する体質が根強
く、十分浸透しているとは言えない状況である。
○庁内で排出する紙資源の抑制を意識し、紙依存体質からの脱却を目指し、意識改革を進める
必要がある。

実施項目３０実施項目３０実施項目３０実施項目３０ 庁内のペーパーレス化庁内のペーパーレス化庁内のペーパーレス化庁内のペーパーレス化

H26年度H25年度

○ペーパーレスの運用について平成１７年４月に定めたルールを再度周知する。
○会議等においてもパソコンを使用するなど、ペーパーレス化する手法を検討する。

○紙資源の節減が図られる。

H24年度H23年度H22年度
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞②環境に配慮した事業の推進
【継続項目】

【担当課】　リサイクル推進課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○平成22年度は、「新しいごみの分別」を実施
・平成23年4月からのリサイクルプラザの供用開始に向けて、平成22年11月1日か
ら「新しいごみの分別」を開始した。
＜主な変更内容＞
・これまで最終処分（埋立）していた「燃やせないごみ」のうち、重量で約7割
を占めるプラスチック類を再資源化するため、「容器包装プラスチック」「その
他プラスチック」の分別を開始した。
＜啓発活動＞
・新分別説明会：5～7月実施、45回、参加人数1,476人
　　　　　　　　対象者：各自治会長、クリンリーダー
・新分別出前トーク：8月～実施、433回、参加人数12,124人
・市広報での特集：9月15日号、10月15日号、1月15日号
・ケーブルテレビでの特集番組の放映：10月
・ごみ収集カレンダー：英語版、中国版、点字版、ＳＰコード入を作成配布
・新分別ポスターを指定ごみ袋販売店等に掲示

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

87.36

6,288

最終処分量
実績数値
   (b)

13,327

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：t） 数値目標
   (a)

― 15,256 7,021 6,781 6,532

H22年度 H23年度 H24年度内　　容 累計

新たなごみ・資源物分別の実施

新たなごみ・資源物分別の計画
策定

リサイクルプラザの建設

H25年度 H26年度

リサイクルプラザの供用開始

実施項目３１実施項目３１実施項目３１実施項目３１ ごみの減量化、再資源化の推進ごみの減量化、再資源化の推進ごみの減量化、再資源化の推進ごみの減量化、再資源化の推進

○第１次行革大綱からの継続項目であり、市民への啓発活動、スーパーのレジ袋無料配布中止
などに取り組んできた。
○平成22年度にリサイクルプラザが供用開始であり、リサイクル率を向上させるための準備作
業が必要である。

○ごみの減量化・再資源化に向けて、ハード面ではリサイクルプラザの効果的な運用を図り、
ソフト面では市民・事業者に対するごみ・資源物の分別等の啓発活動を行う。

○ごみの減量化、再資源化の推進により、資源が有効に利用され、環境に配慮した循環型社会
の形成が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞③生活交通手段の確保・充実
【新規項目】

【担当課】　生活安全課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

和田地区において乗合ワゴン運行の実証実験を実施。

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

3,000

乗合タクシー利
用回数

実績数値
   (b)

2,106

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

2,800 2,900

81.00

成
果
指
標

（単位：回） 数値目標
   (a)

14,000 2,600 2,700

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

新たな交通システム導入の検討

不採算バス路線・離島航路への
支援

○今後も増加すると予想される「小規模高齢化集落」に対して、生活交通手段の確保・充実が
図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目３２実施項目３２実施項目３２実施項目３２ 生活交通手段の確保・充実 生活交通手段の確保・充実 生活交通手段の確保・充実 生活交通手段の確保・充実 

○人口減少・高齢化の進展により、本市でも中山間地域や離島を中心に、基礎的条件が厳し
く、生活交通手段の維持・存続が危ぶまれる地区を多数抱えている。
○生活交通手段の確保という観点から「乗合タクシー事業」などの新たな交通システムを導入
している。

○不採算バス路線・離島航路が維持されるよう支援するとともに、移動手段を持たない高齢者
等の暮らしを守る新たな交通システムの導入を、地域や交通事業者と連携して検討する。
○鹿野地域で運行している乗合タクシー等の新たな交通システムを、今後他地域で導入する。
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞④公共施設マネジメントの推進
【継続項目】

【担当課】　市長公室・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

内　　容

（単位：施設）
成
果
指
標

見直しを図った
施設数

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

推計効果額
    (c)

達成率(%)
(b/a)

0

H26年度

25 5 5 5 5 5

累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

実施項目３３実施項目３３実施項目３３実施項目３３ 新たな公共施設マネジメント手法の確立・推進新たな公共施設マネジメント手法の確立・推進新たな公共施設マネジメント手法の確立・推進新たな公共施設マネジメント手法の確立・推進

H26年度H25年度

○各施設の実態を把握し、アセットマネジメントの観点から将来にわたり、費用逓減・有効活
用等、施設パフォーマンス向上を図る新たな公共施設マネジメント手法を確立し、推進する。

○施設の有効活用・多目的化により、市民の利便性が向上する。
○運営の効率化・余剰スペースの貸付により、経費削減、収入の増加が図られる。

H24年度H23年度H22年度

○第１次行革大綱において、「公共施設見直し指針」を策定した。
○今後は、補助対象施設の転用等の弾力化、行政財産利用の弾力化など状況の変化に応じて、
施設の抜本的な見直しを図る必要がある。

各公共施設の見直しに向けた取
組

新たな公共施設見直し指針策定

実施年度以前活　動　内　容

各公共施設の実態調査・検証

0.00

達成率(%)
(d/c)

実績効果額
    (d)

○市民が直接利用する建物を中心とする公共施設を対象に、実態把握と分析を
行った。（対象２４８施設）
　①実態把握：「シセツ・カルテ」作成
　　　機能、利用状況、コスト、課題、ニーズ、目標指標等の把握
　②分析：地域別、類型別比較
　分析をもとに、利用率・施設の重複など課題がある１６施設を事業仕分けの
対象に選定し、仕分け結果を踏まえ今後の対応方針を決定した。

効
果
額

平成22年度

（単位：千円）

施設見直しによる予
算削減額(H21年度比)

【手法決定後に設定】
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞④公共施設マネジメントの推進
【新規項目】

【担当課】　防災政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

指定避難場所及び保育園の耐震
化計画策定

H25年度 H26年度

実施項目３４実施項目３４実施項目３４実施項目３４ 公共施設の計画的な耐震化の促進公共施設の計画的な耐震化の促進公共施設の計画的な耐震化の促進公共施設の計画的な耐震化の促進

○平成20年3月に耐震改修促進計画を策定し、市が所有する施設の耐震化率を平成27年度まで
に90％とする目標を掲げた。

○耐震診断未実施施設の第１次耐震診断を実施し、優先性等の精査を行い、耐震改修促進計画
に基づく耐震化の促進を図る。

第１次耐震診断の実施

○防災活動拠点、避難場所機能や上下水道、ごみ処理などの市民生活機能の確保が図られ、市
民の安心安全が確保できる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 51.00 54.00

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

73.00 80.00

56.86

100.00

第１次耐震診断
実施率

実績数値
   (b)

29.00

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

公共施設第１次耐震診断業務対象棟数　１３０棟
平成２０年度から平成２２年度までの診断済み棟数　３８棟
・庁舎や避難所となる施設、保育園を優先的に診断実施
（平成２３年度で保育園完了予定）
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞④公共施設マネジメントの推進
【新規項目】

【担当課】　教育政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

平成22年度

○小学校
　・大道理小学校が沼城小学校への統合に向けた協議調整により、地域及び保護
者の理解を得て平成23年3月末休校、平成23年度から統合した。
　・粭島、大島、四熊、中須、八代の各小学校関係者から統合に反対する意向が
示された。（反対の意見書や意見交換会での意向）
　・四熊、須磨、八代の各小学校の保護者と意見交換会実施。その際、須磨小学
校では平成24年度に沼城小学校への統合を提案した。
○中学校
　・中学校の再編整備の方針を決定し、対象校3校（鼓南中、中須中、翔北中）
の保護者や地域関係者を対象に説明会を実施した。
　・翔北中学校ＰＴＡ役員と在校生への対応及び今後の方向性について協議を実
施した。

―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ―

―

実績数値
   (b)
達成率(%)

(b/a)

H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：　　） 数値目標
   (a)

― ― ― ― ―

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

休校施設管理

学校再編整備実施計画策定

学校再編整備方針決定

学校間交流事業

学校関係者意見交換

○公立小中学校の適正な規模の確保、配置を実現することで、児童生徒が集団を通して切磋琢
磨し、学び合い、より効果的な教育活動を展開することができる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目３５実施項目３５実施項目３５実施項目３５ 小中学校の再編整備小中学校の再編整備小中学校の再編整備小中学校の再編整備

○少子化が進むなか、本市においても児童生徒数は減少傾向にあり、学校の小規模化に伴う教
育環境や学校運営などへの影響が懸念される。

○平成19年3月に答申された「周南市学校再配置計画（案）」を尊重し、地域関係者、保護者等
の意見を聞きながら、学校の再編整備について検討する。
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞④公共施設マネジメントの推進
【新規項目】

【担当課】　こども家庭課・教育政策課

１　現状・問題点

※「就学前児童通園施設」とは

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

平成22年度

○「周南市就学前児童通園施設の今後の在り方」策定・公表（平成22年4月）
　周南市としての基本的な考え方を方針決定。
　【基本的な考え方】
　　(1)適切な集団規模の確保
　　(2)公立施設と私立施設の役割の明確化（民間活力の活用）
　　(3)安心・安全のための施設整備
　　(4)幼稚園と保育所の連携（幼保一体化）
○市内民間保育所事業者との意見交換
　「周南市就学前児童通園施設の今後の在り方」を踏まえ、市の考え方を示し、
　市内民間保育所事業者（９事業者）と意見交換等を実施。

効
果
額

―

―
実績効果額
    (d)

達成率(%)
(d/c)

― ― ― ―
（単位：千円） 推計効果額

    (c)
―

―
実績数値
   (b)
達成率(%)
(b/a)

H26年度

成
果
指
標

（単位：　　） 数値目標
   (a)

― ― ― ― ― ―

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度内　　容 累計

「認定こども園」制度の普及･
啓発活動

指針に基づく各施設の検討及び
計画的な整備

指針の策定

○小学校就学前の子どもが通園する施設全般における今後のあり方を、地域の実情等を踏まえ
た上で具体化する。
○地域の幼児教育・保育ニーズ等を把握しながら、幼保連携の実施に向け、関係機関等と協
議・検討する。
○民間事業者に対する「認定こども園」制度の情報提供。

○公立施設と民間施設の役割の明確化により、公立施設の適正な配置及び計画的な整備が図ら
れる。
○「認定こども園」制度の活用により、保護者の就労形態にかかわらず、幼児教育・保育を一
体的に提供することができ、保護者の選択肢が拡充される。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目３６実施項目３６実施項目３６実施項目３６ 就学前児童通園施設の配置の再検討就学前児童通園施設の配置の再検討就学前児童通園施設の配置の再検討就学前児童通園施設の配置の再検討

○本市の保育サービスのニーズは、就学前児童が減少しているにもかかわらず、女性の社会進
出や就労形態の多様化等により、依然として高いものと考えられる。
○児童数が減少している地域などでは、適切な集団規模を確保していく必要がある。
○平成18年に「認定こども園」が制度化されており、地域の幼児教育・保育ニーズに対応する
ため、幼保連携の取り組みを推進する必要がある。

　本市には、小学校就学前の子どもが日々通園する施設は、「学校教育法」に基づく教育施設として「幼稚園（公立14、私立13）」、また「児
童福祉法」に基づく児童福祉施設として「保育所（公立18、私立9）」及び児童厚生施設として「児童園（公立2）」が所在しています。これらを
総称して「就学前児童通園施設」と表記します。
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 「選択」と「集中」による事業見直し＞⑤第三セクター等の改革
【新規項目】

【担当課】　市長公室・関係各課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

①「改革プラン」の策定
　第三セクター等経営評価検討委員会での評価検討が終了した３団体につい
て、委員会から提示された改善案をもとに各所管課が「改革プラン」を策定
し、団体に対して経営改善策の実施を要請した。
【策定状況】
　・周南市土地開発公社　（H22.4）
　・周南市都市開発事業団（H23.3）
　・株式会社かの高原開発（H22.3）※H21年度中に策定済
②「経営改善計画」の進行管理
　対象１２団体について、進捗状況調査を実施
　・Ｈ２２年度実績（見込）及びＨ２６年度までの進行目標を確認

―

平成22年度

効
果
額

（単位：千円）

実績効果額
    (d)

達成率
(%)

100.00

○地方公共団体財政健全化法の施行に伴い、経営が著しく悪化しているおそれのある第三セ
クター等（市が25％以上出資又は出えんしている法人等）の改革を集中的に進めるため、平
成21年から第三セクター等経営評価検討委員会を設置し、評価・検討を行っている。

改革プラン・経営改善計画等
の実施状況の検証

実施年度以前活　動　内　容

第三セクター等の経営評価･検討

実施項目３７実施項目３７実施項目３７実施項目３７ 第三セクター等の改革推進 第三セクター等の改革推進 第三セクター等の改革推進 第三セクター等の改革推進 

H26年度H25年度

○第三セクター等経営評価検討委員会で、資産、負債や損益の状況、営業キャッシュ・フ
ローの動向、経営悪化の原因、市への財政負担等について経営分析し、必要な経営改革案を
検討する。
○各事業の改革プラン・経営改善計画等の実施状況の検証を行う。

○第三セクター等の経営状況の問題点を明らかにし、改革プランを実施することにより、第
三セクター等の経営改善が期待できる。

H24年度H23年度H22年度

12 12

累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

― ―

12

H26年度

― 12 12 12

推計効果額
    (c)

― ― ― ―

内　　容
（単位：事業）

改革プラン・経営
改善計画の実施状
況の検証

成
果
指
標

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)
達成率
(%)
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 市民と共に歩む市政の推進＞①市民協働の促進
【新規項目】

【担当課】　協働推進課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○市民活動講座の実施状況
・助成金活用講座　５月29日（土）・30日（日）全２回開催。延17名参加。
・ＮＰＯ法人啓発講座　７月24日（土）全２回開催。延22名参加。
・情報発信講座　３月19日（土）・26日（土）全２回開催。延35名参加。
○ワーキンググループによるプログラム検討
・市民活動促進協議会委員の中から、自主的なワーキンググループを設置。
　グループの後継者等のリーダー養成につながる人材養成プログラムについて検
討。
○各種支援事業の実施
　市民活動に関する情報収集・提供や専門的な相談対応等、各種支援事業を実
施。
○市民活動支援センターの管理運営
　市民活動支援拠点として活用を促進し、多くの登録グループに交流スペースや
ワーキングコーナー等、各種支援機能を活用いただいた。

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

達成率(%)
(b/a)

228.33

180 200

市民活動相談の
件数

実績数値
   (b)

274

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：件） 数値目標
   (a)

800 120 140 160

内　　容 累計 H22年度 H23年度

人材育成プログラム　実施

H25年度 H26年度

人材育成プログラム　モデル化

実施項目３８実施項目３８実施項目３８実施項目３８ 市民活動推進のための環境整備市民活動推進のための環境整備市民活動推進のための環境整備市民活動推進のための環境整備

○平成21年2月に「市民活動促進指針」を策定。平成21年3月に市内全域の31地区にコミュニ
ティ推進組織が形成。また市民活動支援センターでは、320を超える市民活動団体が登録し活動
を展開されている。
○今後、更に情報、資金、人材、活動場所の４つの活動資源が、市民活動に提供される仕組み
の構築に努めるとともに、市民活動に対する興味・関心を引く取組を引き続き推進する必要が
ある。

○市民活動の担い手となる人材育成のため、必要なスキルアッププログラムの研究やリーダー
養成等の講座・研修会を新設するなど、「市民活動促進指針」に基づき、市民活動の側面的支
援を行い、市民活動の活性化に向けて更なる環境整備を行う。

○市民活動の活性化、新たな公共の担い手づくりが図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度

- 55 -- 55 -- 55 -- 55 -



 市民と共に歩む市政の推進＞①市民協働の促進
【新規項目】

【担当課】　協働推進課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

○平成21年度の市民参画実施状況（『平成21年度　市民参画実施状況年次報
告』）について、次のとおり市民参画推進審議会において評価し、意見を市長に
提出。
・８月18日（水）　市長より評価について諮問
・８月24日（火）　審議会委員有志により、第１回の評価意見への検討会議
・９月１日（水）　同じく有志により、第２回の評価意見への検討会議
・９月15日（水）　審議会を開催し、評価意見について最終協議。
・９月29日（火）　審議会正副会長により、評価意見（『評価意見書』）を市長
に答申。ワークショップを推進するための人材養成と活躍の場づくりの必要性を
提案。
・３月25日（金）　提案についての取組み状況等を報告し、今後の方向性を検討

○上記の『平成21年度　市民参画実施状況年次報告』及び『評価意見書』につい

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

達成率(%)
(b/a)

89.41

95 100 100

市民参画を実施
した施策数

実績数値
   (b)

76

成
果
指
標

（単位：施策） 数値目標
   (a)

470 85 90

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

市民参画評価システムの実施

H25年度 H26年度

市民参画評価システムの構築

実施項目３９実施項目３９実施項目３９実施項目３９ 市民参画評価システムの確立市民参画評価システムの確立市民参画評価システムの確立市民参画評価システムの確立

○平成19年4月に「市民参画条例」を施行し、パブリックコメント、ワークショップ、審議会な
ど様々な市民参画の方法を用いて、市民の意見を聴きながら、市民と行政の協働による市政運
営を推進している。
○今後、市民参画手続の透明性や市民参画条例の実効性を高めていく必要がある。
○市民一人ひとりが身近に感じることのできる市民参画となるように、市民参画方法の普及に
努めていく必要がある。

○市民参画の実施状況について、審議・評価し、結果を公表するシステムを確立する。
○市民参画に係る人材を養成する。

○市民参画手続の透明性や市民参画条例の実効性が高まり、市民と行政の協働による市政運営
の推進が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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 市民と共に歩む市政の推進＞①市民協働の促進
【新規項目】

【担当課】　企画課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

H24年度 H25年度 H26年度

○平成18年度から、まちづくり総合計画に掲げられた「ひと・輝きプロジェクト」を推進する
ため、市民と市とが協働で取り組む「ひとづくり」事業を公募し、事業を実施。
○平成21年度からは、市民活動団体等への公募型補助事業として展開。
○今後取り組みをさらに推進するためには職員の意識改革を図り、「ひとづくり」を全庁的･
総合的に推進していく必要がある。

○平成21年度からは、自由テーマ及び行政からの課題テーマでの、企画・運営についての公募
方法へと変更し、基本的に市民団体等が自ら実施する事業に対して補助金を交付する形態での
協働事業として取り組んでいる。今後とも引き続き事業見直しを行いつつ、事業を推進する。

○市民と行政とがそれぞれの特性を生かし、相互に協働して取り組むことにより、「まちづく
り」を担う人材の発掘、育成を効果的・効率的に行うことができる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度

実施項目４０実施項目４０実施項目４０実施項目４０ 公募提案型協働事業の推進公募提案型協働事業の推進公募提案型協働事業の推進公募提案型協働事業の推進

公募型補助事業の実施
実施方法見直
し

実施方法見
直し

15

H24年度 H25年度H22年度 H23年度

10

― ― ― ― ― ―

12

累計
数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

77

実績効果額
    (d)

平成22年度

継続申請６件（採択６件）、新規申請６件（採択５件）
Ｈ２１から従来の提案者及び市の共同実施から提案者の主体的実施に手法変更
最終年度のＨ２６に向け、今後の事業の進め方を検討中。

内　　容
（単位：団体）

H26年度

13 16 18 20

達成率(%)
(b/a)

120.00

推計効果額
    (c)

達成率(%)
(d/c)

成
果
指
標

効
果
額

公募事業への応
募団体の数

―

（単位：千円）

- 57 -- 57 -- 57 -- 57 -



 市民と共に歩む市政の推進＞②自主防災組織の充実強化
【新規項目】

【担当課】　防災政策課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

出前トークや、研修会、防災訓練等を実施し、自主防災組織の必要性や防災に対
する意識啓発を高め、「自助」「共助」「公助」の基本理念を、市民に意識付
け、地域での自主防災組織設立への啓発を行なう。

― ― ―

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ―

95.00

自主防災組織率
実績数値
   (b)

78.00

達成率(%)
(b/a)

H25年度 H26年度

89.00 93.00

96.30

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

― 81.00 86.00

内　　容 累計 H22年度 H23年度 H24年度

自主防災組織による防災訓練等
の活動支援

研修会・出前トーク等の実施

自主防災組織育成補助金の交付

自主防災組織の育成

○自助・共助・公助を基本理念に、地域住民の防災意識の高揚に寄与する。
○災害時における初期活動の円滑化、地域防災基盤の充実が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度

実施項目４１実施項目４１実施項目４１実施項目４１ 自主防災組織の充実強化自主防災組織の充実強化自主防災組織の充実強化自主防災組織の充実強化

○自主防災組織は18地区、10単位自治会で設立されている。（平成22年4月現在　自主防災組織
率67.7％）
○平成18年度から自主防災組織育成補助金制度を創設し、自主防災意識の向上や自主防災組織づ
くりを推進している。
○多様化する災害に対する地域住民の自主防災力の向上が重要課題となっており、「地域のいの
ちは地域で守る」自主防災組織の充実強化が求められている。

○自主防災組織が設立されていない地域へ積極的に助言、働きかけを行い、組織率の向上を図る
とともに、ネットワーク化を図る。
○研修会や出前トーク等を実施し、自主防災意識の啓発を推進する。
○自主防災組織による防災訓練等の活動を支援し、地域防災力の強化を図る。
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 市民と共に歩む市政の推進＞③市民と行政とのコミュニケーションの充実
【継続項目】

【担当課】　広報情報課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

平成22年度

FAQ（よくある質問）コーナーについては、全所管課、一問一答形式で統一した
様式において、新たに作成し、２３年１月１日からリニューアルしたものを公
開開始した。

達成率(%)
(d/c)

成
果
指
標

効
果
額

窓口業務のある部
署を主体にFAQの
コンテンツ作成

―

○第１次行革大綱において、平成18年度に「コンテンツ管理システム」が導入され、各課で簡
易にホームページを作成することが可能となり、各課でホームページを作成する環境が整っ
た。
○各課で作成したホームページをさらに充実させる必要がある。

内　　容
（単位：％）

H26年度

50.00 100.00 ―
数値目標
   (a)

達成率(%)
(b/a)

166.67

推計効果額
    (c)

実績効果額
    (d)

H24年度 H25年度H22年度

― 30.00

H23年度累計

―
（単位：千円）

実績数値
   (b)

― ― ―

50.00

―

――

FAQページの運用

FAQページの設計・作成
類似するページの統合

実施項目４２実施項目４２実施項目４２実施項目４２ ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実ホームページの充実

H26年度H25年度

○市が作成した他媒体のデータの掘り起こしや取り込みを積極的に行い、情報量の増加と探し
やすさを両立させ、市民の役に立つホームページの構築を目指す。
○「よくある質問とその答え（FAQ）」を充実させ、いつでも市民の疑問を解決できる体制を
整備する。

○市役所などに来庁しなくても、24時間いつでもどこでも、知りたい情報の取得が可能にな
り、市民の利便性に寄与する。
○FAQページを開設することで、電話や窓口での問い合わせの減少と回答の統一が図られる。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

現状分析
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 市民と共に歩む市政の推進＞③市民と行政とのコミュニケーションの充実
【新規項目】

【担当課】　市長公室

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

○各課へのメール・文書、市長への政策提言箱、市民の声（意見箱）等により市民の意見・
提言をいただいている。
○市民の声に対し、可能なものは回答しているが、情報の共有化は十分図られていない。

実施項目４３実施項目４３実施項目４３実施項目４３ 市民の声に対する適切な対応と情報の共有化市民の声に対する適切な対応と情報の共有化市民の声に対する適切な対応と情報の共有化市民の声に対する適切な対応と情報の共有化

H26年度H25年度

○市民の声（各課へのメール・文書等）に対し、迅速かつ適切に対応する仕組みを構築し、
可能なものは市政に反映させる。
○市民の声を集約し、個人情報に十分留意した上で、意見の要旨、回答・対応を公開し、情
報の共有化を図る。

○市民の声を施策に反映させることによって、市民の市政への参画意識の高揚を促進する。
○市民の声を取り入れることによって、市民感覚にマッチした施策に取り組むことができ
る。

H24年度H23年度H22年度実施年度以前活　動　内　容

市民の声に対応する仕組みづ
くり

市民の声に対する情報の共有化

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

― ― ― ―
推計効果額
    (c)

実績効果額
    (d)

― ―

累計

数値目標
   (a)
実績数値
   (b)

平成22年度

〇「市民の声」活用システムの試行実施
①試行期間：平成２２年４月～６月（３ヶ月間）
②試行対象：市長公室、総務課、人事課、協働政策課、生活安全課、市民課
〇「市民の声」活用システムの試行結果
①データ件数：４２件
②内容分類：「内部管理」１２件、「市民活動の推進」９件、「効率的な行政
経営」５件、「自然環境の保全」４件、「中心市街地の整備・充実」２件、
「道路の整備」２件、「農業の振興」１件、「防犯の推進」１件、「災害に強
いまちづくりの推進」１件、「生涯学習の推進」２件
③内容区分：「提言」１７件、「要望」９件、「苦情」７件、「相談・質問」
７件、「感謝・お礼」２件
④方法：「文書」２２件、「電話」１０件、「来庁」６件、「e-mail」３件、
「訪問」１件
〇試行総括
施策分類することで、全庁的な視点で市民ニーズや傾向を的確につかむことが
できることが分かった。今後、多くの課から多数のデータを集めることができ
れば、市政運営を行っていくうえでの貴重な判断材料となる。

内　　容

（単位：件）

H26年度

達成率
(%)

成
果
指
標

効
果
額

市民の声に対す
る回答件数
【仕組み構築後設定】

―

（単位：千円）

達成率
(%)
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 市民と共に歩む市政の推進＞④男女共同参画の推進
【継続項目】

【担当課】　人権推進課

１　現状・問題点

２　実施内容

３　効果

４　活動スケジュール

５　成果指標・効果額

６　実施状況

達成率(%)
(d/c)

平成22年度

〇「平成21年度男女共同参画の推進及び施策の実施状況報告書」作成
　・庁内幹部会議依頼→関連事業担当課依頼→報告書作成及び公表
〇男女共同参画審議会開催（H23.1.20）
　・建議（意見具申）を受ける
〇市民参加型啓発事業の実施（H22.11.6）
　・会場：ホテルサンルート　参加者数：44人　ケーブルテレビにて放映
〇セミナーの実施（H22.11.9）
　・会場：市民館　参加者数：111人　企業職場及び市職員研修合同開催
〇地域講座の実施（6回）
　・高等学校での公開授業を含む
〇地域リーダーの育成
　・男女共同参画推進員会議の開催（11回）
　・すまいるネットをはじめ関係団体との連携
〇男女共同参画推進員による啓発紙芝居の上演（4回）
〇男女共同参画情報誌「じょいんと」発行
　・じょいんと編集委員による作成

―
実績効果額
    (d)

効
果
額

（単位：千円） 推計効果額
    (c)

― ― ― ― ― ―

達成率(%)
(b/a)

59.00

40.00 40.00

審議会等の女性
委員の割合

実績数値
   (b)

23.60

H24年度 H25年度 H26年度

成
果
指
標

（単位：％） 数値目標
   (a)

40.00 40.00 40.00 40.00

内　　容 累計 H22年度 H23年度

基本計画「すまいるプラン」
(後期施策)実施

H25年度 H26年度
基本計画「すまいるプラン」
(後期施策)策定

実施項目４４実施項目４４実施項目４４実施項目４４ 男女共同参画の推進男女共同参画の推進男女共同参画の推進男女共同参画の推進

○第１次行革大綱において、「男女共同参画の推進」に取り組み、H16年4月から「男女共同参
画推進条例」が施行、H17年3月に「男女共同参画基本計画」を策定し、推進している。
○男女の地位の平等感は緩やかに意識されつつあるが、審議会等の女性委員の割合の停滞、Ｄ
Ｖ相談件数の増加等の中で、H21年度の計画改訂に合わせ、引き続き推進が必要である。

○男女共同参画基本計画の改訂に伴い、審議会等への積極的な女性の登用や若年層に対する意
識啓発を中心にさらなる住民意識の向上、ＤＶ相談の体制づくりなど効果的に推進する。

○男性と女性が社会の対等なパートナーとして、一人ひとりのライフステージで輝きを放ち、
生き生きと暮らすことができる男女共同参画社会の実現が図られる。

活　動　内　容 実施年度以前 H22年度 H23年度 H24年度
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